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令和７年第１回五城目町議会定例会議事日程［第２号］ 

令和７年３月１１日（火）午前１０時００分開議 

 

１ 開会（開議）宣告 

２ 議事日程 

   日程第 １ 一般質問（６名） 
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令和７年五城目町議会３月定例会会議録  

 

令和７年３月１１日午前１０時００分五城目町議会３月定例会を五城目町役場議場に招集

された。 

１．応招（出席）議員は、次のとおりである。 

   １番 石 井 和歌子          ２番 小 玉 正 範 

   ３番 伊 藤 信 子          ４番 石 川 交 三 

   ５番 中 村   司          ６番 佐 沢 由佳子 

   ７番 石 川 重 光          ８番 松 浦   真 

   ９番 工 藤 政 彦         １０番 椎 名 志 保 

  １１番 斎 藤   晋         １２番 石 井 光 雅 

  １３番 佐々木 仁 茂         １４番 舘 岡   隆 

１．不応招（欠席）議員は、次のとおりである。 

  な し 

１．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席を求めた者は、次のと

おりである。 

  町 長   荒 川   滋      副 町 長   澤田石 清 樹 

  教 育 長   畑 澤 政 信      まちづくり課長   柴 田 浩 之 

  税 務 課 長   鳥 井   隆      会 計 管 理 者   石 井 政 幸 

  議会事務局長   千 田 絢 子      農林振興課長   大 石 芳 勝 

  商工振興課長   小 玉 洋 史      建 設 課 長   猿 田 弘 巳 

  学校教育課長   工 藤 晴 樹      生涯学習課長   越 高 博 美 

  住民生活課長   石 井   一      健康福祉課長   舘 岡 裕 美 

  消 防 長   佐々木 貴 仁      総務課課長補佐   小 玉 重 巌 

１．会議書記は、次のとおりである。 

  議会事務局長   千 田 絢 子 

１．会議の開閉時刻、質疑応答は別紙のとおりである。 
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             午前１０時００分 開議 

○議長（石川交三君） おはようございます。 

  本日の議事日程については、タブレットをご覧ください。 

  ただいまの出席議員数１４名、会議は成立いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

  これより一般質問を行います。 

  一般質問の発言の順序は、議会運営委員長報告のとおり、５番中村司議員、６番佐沢

由佳子議員、７番石川重光議員、８番松浦真議員、９番工藤政彦議員、１０番椎名志保

議員の順序といたします。 

  ５番中村司議員の発言を許します。５番中村司議員 

○５番（中村司君） ５番中村司です。 

  町長は、さきの選挙において、「防災、活性化で根底から強い町へ」とのビジョンの

もと、「根底から強い町へ」、「２、町に住む方々が集約の町」、「３、圧倒的に子育

てを応援する町に」、「４、活性化で儲かる農林業へ」、「５、さらに文化の薫り高い

町へ」と５本の柱のもと、４５の施策を公約に掲げております。「これらの施策展開に

より、愛郷心の醸成と幸福度アップを図り、人と企業に選んでいただける町になる。人

は減っても、世代を問わず住みやすい町に変われる」と訴え、見事に当選を果たされま

した。 

  それでは、通告に従い、大枠３点についてお聞きしたいと思います。 

  １点目、公約５本の柱と４５の施策について。 

  私は、５本の柱、４５の施策、パンフレットで見ましたが、老若男女を意識した総花

的な施策との印象を持ちました。ほとんどの施策、事務事業には、金額の多寡はあるも

のの財源を必要とします。 

  そこで伺います。施策には、すぐに実施できるもの、計画立案から実施まで時間を要

するものがあるはずです。町長が最重点と位置づける施策を５本の柱の中から、おのお

の一施策を伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。荒川町長 

○町長（荒川滋君） おはようございます。 

  私にとりまして最初のこの答弁が３０年以上前からの交流がある中村司議員へのもの

だということで、非常に感慨深く思っております。よろしくお願いします。 
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  ５番中村司議員にお答えします。 

  私が公約として掲げた５本の柱と４５の施策でありますけども、私にとっていずれも

重要な施策であります。ご質問のとおり、５本の柱ごとに一つずつ選択して施策を説明

させていただきます。 

  まず１つ目の「根底から強い町へ」でありますけども、防災・減災対策で災害に強く

するということで、河川の整備と維持工事の実施、水門でありますけども樋門の管理の

徹底を県や関係団体へ強く要望していきます。澤田石副町長はじめ関係職員の尽力によ

り、県との信頼関係が構築されてきております。これに私も加わり、熱意のある要望を

続けていきます。特に、磯ノ目大橋から下流の土砂撤去、伐木、水門管理の徹底と、未

着工であります西野橋から下流の改善に努め、災害に強い町にしていきます。それから、

八郎湖調整池、いわゆる残存湖のことですけども、あそこにも６０年以上にわたって川

から流れていく土砂がたまっておりますので、そのことになりますともう町とか県のレ

ベルでなくて国家プロジェクトのような仕事になりますけども、そこも進めていくきっ

かけづくりをしてまいります。 

  続いて２つ目、「町に住む方々が主役の町へ」でありますが、まずは主役である町民

の皆様の声が行政に届きやすくなるよう、町内会長と町長とのホットラインを構築しま

す。地域の事情を最もよく知っていらっしゃる町内会長に届いた声が私に直接届き、そ

の声を役場庁内で協議し、その結果を町内会長に戻してやり、町内の皆様にお伝えいた

だくということで、町で暮らす人々のコミュニティ強化を図ります。 

  ３つ目、「圧倒的に子育てを応援する町へ」でありますが、妊娠から出産、育児まで

の伴走型支援を進化させて愛郷心の醸成を図るべく、子育て総合支援施設を設置します。

ただこれにつきましては、財源の確保が不可欠でありますので、時間をかけて調査や協

議を進めていきます。 

  ４つ目、「活性化で儲かる農林業へ」でありますが、これはＪＡや土地改良区、中間

管理機構などの関係団体との連携をこれまで以上に深め、農地の集約化と担い手の確保

に努めるとともに、耕作放棄地の有効活用を進めます。 

  最後に５つ目の「さらに文化の薫り高い町に」でありますが、伝統文化を確実に継承

するために、まずは町に唯一残る山内番楽について早急に対処しなければならないと考

えております。 

  以上です。 
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○議長（石川交三君） 中村議員 

○５番（中村司君） 大変ありがとうございました。力強い新町長のお言葉、期待したい

と思います。 

  当町の厳しい財政状況、昨年度決算で経常収支比率が９４．４、これは以前に話しま

したが、自由に使えるお金がないということです。したがって、先ほど町長が財源、ま

あいろんな補助金、場合によっては国のプロジェクトも絡んでくるかもしれませんが、

そういった意味では厳しい状況だということです。それを踏まえながら、行政の執行能

力などを踏まえ、町のトップとして全体最適の視点で町の経営にあたっていただきたい

というふうに思います。 

  続きまして大きい２番です。地域経営の根幹である、ヒト（人材）についてというこ

とで、第７次行政改革推進プログラムでは、策定の趣旨の中で、少子高齢化、人口減少

など社会情勢の変化に伴う様々な課題解決に対応するために、職員の能力開発、スキル

アップ、適材適所の必要性がうたわれています。 

  （１）番です。一般行政職員の早期退職者が、令和５年度は３名でした。今年度末で

も数名が見込まれるということです。早期退職者が２年続けて複数発生していることを

どのように受け止めているか。また、人事管理の課題及び今後の改善策について伺いた

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  早期退職者が２年続けて多数発生していることについては、個人の事情や考え方など

もあると思いますが、前提として職場環境などに起因する部分もあると考え、真摯に受

け止めなくてはならないと考えております。 

  人事異動について、理想は３年から５年程度の頻度で異動が実施されるのが、個々の

能力が効果的に発揮され、惰性や慣れを防ぐために適した期間ではないのかなと私は考

えております。しかしながら、２年連続して災害に見舞われたことにより、災害対応に

継続して取り組まなければならない、あるいは各種計画の策定に携わるなど、５年を超

える在職年数の職員もおります。極力５年以内の異動を基本としながら、併せて業務の

ＤＸ化などの行政改革の推進により職員負荷の軽減を図り、魅力ある職場を形成してま

いります。 

  以上です。 
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○議長（石川交三君） 中村議員 

○５番（中村司君） 今、町長のほうから改善に向けての話もありましたが、私、前職を

含めながら考えてみると、やっぱり実際経営の場合に人が大事だということ、前から、

まあ先ほども話しましたが、やっぱり働きやすい環境、生きがいを持って働ける環境づ

くりが大切だと思います。で、７つほど、ちょっと私、改善に向けたチェックリストと

いうか挙げてみたんですが、ジョブローテーションの適正化、先ほど町長が５年くらい

では最低変えるとかって話ありましたね。あと、有資格者のために職務が長期固定化し

てしまうと。この人、こっから外せないよと。悪循環した場合には、その方がそこから

抜けれないということになるので、非常に先行きが厳しくなるといったことがあるんじ

ゃないかと思います。あと、有給休暇の取得率は他部門についてどうなのか。忙しくて

仕事が休めないというような状況はないのか。それは客観的にデータ見れば分かるわけ

ですね。あと、残業時間は他部門に比べて多くないかとか、あと、職場内の人間関係に

は問題がないか。職場内の雰囲気はどうなのかと。また、個人的に悩みを抱えていない

のかと、そんなことがあるような気がします。職員との定期的な個別面談はやってるか

と思うんですが、できる限り部下職員の変化に気を配ると、そんなことから未然に防げ

るような気がいたします。ぜひその辺のところを酌んでいただいて、施政運営に、町政

運営にあたってもらえればというふうに思います。 

  それでは（２）番、年度末で数名の早期退職者が見込まれるとのことから、通常の新

卒採用とは別に、随時採用枠で「民間企業等における職務経験５年」として昨年１１月

に４名採用しました。さらに本年２月３日から２月２８日まで、随時採用枠で「職務経

験３年」として募集していました。ホームページに載っていましたね。 

  １番、職員定員適正化計画（第５次）の数値目標達成のためだけではないと思うが、

職務経験を５年以上ということから３年以上に引き下げています。その理由を伺いたい

と思います。 

  またもう一つ、それで申込み状況は、人数、それから町内・町外・県外別、年代、前

職種はどういったものか、できる範囲でいいので伺いたいと思います。お願いします。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  まずはじめの質問であります。この５年から３年に引き下げたその理由ということで

ありますけども、この理由といたしましては、広く門戸を開け、有資格者を含め様々な
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スキルを有する優秀な人材を確保したいとの考えから、２月募集では職務経験を３年に

しております。 

  続いて２つ目でありますけども、２月の募集の申込み状況は７名の申込みを受理して

おり、これは町内から県外まで、年齢では２０代から４０代の方であり、この前職は、

営業職、事務職など幅広い職種の方々であります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 中村議員 

○５番（中村司君） なかなか個人情報につながることもあるので難しいところあったと

思いますが、分かりました。 

  それでは３番、随時採用枠「職務経験者」採用は、多才で有能な人材獲得のチャンス

であります。町広報、ホームページに限らず、多彩な広報手段を用い、また、採用試験

申込みについては、申込み者目線に立った工夫に努めるなど、応募者数を増やすことが

可能と考える。必要とする人材獲得には、コスト（時間・費用）をかけるべきと思うが、

町長の考えを伺います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  今現在、新卒者の採用については、秋田県町村会の統一試験に申し込んでおりますが、

この職務経験者採用は、ここ数年の職員数の減少に対応するため、町が直接実施してお

ります。結果として、有資格者や様々なスキルを持つ職員採用に成果があったと考えて

おります。今後は、実施時期や内容、回数など、新卒者の採用と合わせて、さらに検討

を深め、より効率的・効果的な採用方法を探ってまいります。そして、採用になった際

には積極的に研修を受けてもらうなどして、時間と費用もそこに費やしながら進めてい

ければというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 中村議員 

○５番（中村司君） ありがとうございました。随時採用枠っていうのは毎年募集するわ

けでもなく、職員の採用計画見てますと、やっぱりチャンスなんですね。で、いろんな

スキルを持った方がいますし、例えば秋田県で開設してるコアベースとかに求人票を置

くとか、まあそういった形で幾らでも町の広報、ホームページだけじゃなくて、いろん

なツールを利用しながら広く集めると。やっぱり人がやっぱり町の経営については重要
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なので、その辺のところをひとつ十分にご検討いただいて、採用にあたっては取り組ん

でいただきたいと思います。 

  私、前にも言ったんですが、例えば同じ予算、同じ施策でも、担当者によって成果、

パフォーマンスは異なるはずです。なぜならば、その施策に対する知識や認識、理解度、

熱意、コミュニケーション能力などに個々によって違いがあるからです。公務員は民間

企業と違ってノルマや目標達成によるボーナスや昇給、また昇進などのインセンティブ

はありません、基本的に。公務員としてのプライドや矜持に頼るしかないのが現状だと

思います。私、昨年９月定例会でも一案として３６０度人事評価導入についてお話しま

したが、人材育成の観点に立った人事管理を期待しております。よろしくお願いしたい

と思います。 

  それでは、大きい３番に行きます。こども、子育て支援事業について。 

  当町においては、子育て支援事業として子育て世帯に対する様々な経済的支援に取り

組んできたことは評価しております。しかし、当町における出生数は、令和３年度が２

１人、令和４年度が１７人、令和５年度が１４人、今年度は２月末現在で１２人と減少

傾向に歯止めがかかってない現状です。ちなみに私が同期の、同期っていうか中学校の

同窓生は２４０人いました。ということは、今年生まれる子が２月末現在で１２人とい

うことは、明らかなんですが、６年後に小学校に入学する時に１２人の児童しかいない

ということですよね。まあこれ自分と比べてみれば、やっぱりどれくらいすごい数字な

のかということが分かると思います。 

  令和５年４月には、こども家庭庁が設置され、こども基本法が施行されました。本町

においても子ども・若者世代の人口減少傾向は続いており、こどもまんなか社会の実現

を目指すことは必要不可欠なものとし、国や県の動向を踏まえ、五城目町こども計画を

策定するとしております。実際策定しているんですが、途中ですね。 

  それで（１）番、五城目町こども計画（素案）については、２月１８から３月４日ま

でパブリックコメントが実施されました。実際意見は何件あったのか。どのような内容

であったのか。教えていただければと思います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  五城目町こども計画策定のためのパブリックコメントについて、いただいた意見は１

件でありました。内容につきましては、計画の進捗管理のための評価方法やアンケート
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調査についての満足度の低い結果への取り組みを期待するものでありました。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 中村議員 

○５番（中村司君） たった１件しかなかったんですか。寂しいですね。私も書こうかと

思って見てあったんですが、私が書けば２件ということですか。確かに広報にもパブリ

ックコメントのことは載ってましたし、住民生活課の前に机が置いてて、実際この素案

が置かれてました。で、やっぱりそういった意見が少ない、いや、少ないっていうこと

よりも、むしろその周知が十分図られていないのかなと。その辺のもうちょっと町民に

対してのアナウンスをきちっと、仕方に工夫が必要であったのかなというふうにはちょっ

と思います。いずれ１件であったということは非常に寂しく思います。 

  それでは（２）番、令和３年９月定例会で松浦議員が、令和５年３月定例会では椎名

議員が病児・病後児保育について質問されていました。当局からは、保護者のニーズが

あることは承知しているが、周辺町村のニーズが低く、連携して湖東厚生病院との協議

に臨むのは難しい状況にあると。今後は、令和５年度のニーズ調査結果を踏まえて、近

隣町村と情報交換を図り、連携の可能性を探るとの答弁でした。 

  五城目町の現状を見ていきますと、当町における６歳未満の子どもがいる世帯という

のは１５４世帯です。父母と子どもの世帯が８６世帯、多世代同居世帯が６２世帯です。

多世代同居というのは、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に暮らしてるってことです

ね。母子家庭が５世帯、そのほかが１世帯というふうになってます。子どもが病気や怪

我のために通常保育、保育園に行けない時には、家族の誰かが仕事を休み、看護や世話

をするということになります。また、一旦保育園に行った通園後、通常保育中に子ども

が体調不良との判断から、保育園の判断でお迎えにきてくださいと俗にお迎え連絡があっ

た場合、父母や親族、知人などがお迎えに行き、その後、対処することになります。病

時や回復期にある病後児については、回復期にあるということは、熱上がったんだけど

も今はこう下がってきましたよと、そういったのは経過を予想して親がですね、対応し

てるのが現状です。しかし、勤務中の体調不良による突然のお迎え連絡は共働き世帯に

とっては非常に厳しく、対応に苦慮しているのが現状であります。そこにこそ、子育て

世帯の強いニーズがあると私は思っております。子どもが病気になった時には、保護者

が仕事を休み、病院に連れていったり、家で子どもを面倒見たり、これは本当は当たり

前のことですが、まだ社会の理解が十分に進んでいるとは言えないのが実情ではないで
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しょうか。 

  ちょっと長くなるんですが、今、私、言葉として質問にもあるんですが、病児保育、

病後児保育、体調不良児対応型というこの３つが今回質問なんですが、これについて一

応、この３つのカテゴリーについて子どもの状態で例示を示したいと思います。昔、今

お孫さんいるとか、子育てから随分経ってて分からないなとか、また今日傍聴の皆さん

もたくさんいらっしゃってますが、この言葉について若干理解していただきたいという

思いで、長くなりますが、ちょっと説明します。 

  病児保育、これは当面症状の急変は認められないが、病後の回復期には至っていない

ため集団保育が困難であり、保護者の勤務等の都合により家庭での保育が困難な児童、

乳児から小学生までを扱うのが病児保育です。例というと、例えば昨日から発熱があり

ましたと。翌日病院で受診の結果、インフルエンザと診断されました。当面症状の急変

は認めないが、まだ回復期には至っていないよといった医師がそういう診断をした場合

が、これが病児保育です。 

  次、病後児保育です。病後児です。病気の回復期にあるが、集団保育が困難であり、

かつ保護者の勤務等の都合により家庭での保育が困難な児童ということです。例えば２

日前には発熱があったと。受診の結果、ピークは過ぎましたよと、今、回復期にありま

すよという診断が下った場合、これが病後児保育です。 

  そして３つ目、体調不良児対応型というのは、先ほど言いましたお迎え連絡がある場

合です。保育園に登園したが、保育中に微熱を出してしまった。それが体調不良となっ

た児童という、これちょっと難しいんですが、もちろん主観が伴います。先生がこれは

ちょっと迎えにきてもらったほうがいいなというふうな判断すれば連絡が来るでしょう

し、例として３８度以上の発熱が確認された場合、ただし、３８度以下でも体調、機嫌

が悪い、顔色が悪い、食欲がない、睡眠状態が芳しくなかった、呼吸がよくない、せき

をする、鼻汁がある、嘔吐する、下痢気味だ、こういったことがその３８度以下でも迎

えにきてくれと保育園から連絡が来るケースです。これ先ほども言いましたが、先生が

どう判断するかということになります。 

  一つ経験なんですが、いや、迎えに行ったんだけど、熱あるってお迎えに行った。う

ちに子どもが帰ってきたらぴんぴんと跳ねてるといって、こういうことがあるわけです。

あれ、連絡何であったんだと。せっかく無理して上司に話して仕事休んできたのに、こ

う言われたと。こういう状況があったりする。これは、もう２時間見てくれれば早退し
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なくてもよかったのにというケースありますよね。これちょっと私の経験で踏まえて話

しました。 

  これがまず一応カテゴリーの整理です。 

  そこで質問です。令和６年１月実施したニーズ調査結果から、病児保育、病後児保育、

体調不良児対応型保育の設置を望む意見が多いことが明らかでした。町長は「圧倒的に

子育てを応援する町」として積極的に取り組む考えはないか伺います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  五城目町こども計画策定のための子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査では、

可能であれば病児・病後児保育施設などを利用したいという方が６０．９％でありまし

た。子どもが体調不良になる原因は、今、中村議員がおっしゃったように様々ございま

すけども、発熱や体調の急変も多い特徴があることから、健康管理に対応するための医

療従事者の確保や職員体制、場所の見直しも必要になるものと思われます。今後、病児

保育を実施している施設の運用状況なども参考にさせていただきながら、また、湖東厚

生病院との連携も視野に入れ、もりやまこども園を利用する皆様の利便性向上に寄与す

ることができるよう取り組んでまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 中村議員 

○５番（中村司君） 今の町長の答弁ですと、前の椎名議員が質問した時の答弁とそんな

に変わってないなという感じがいたしました。 

  それで、一般質問通告提出期限後にですね判明したことであり、まあ本件の質問に関

連するため２件の関連質問をしたいのですが、議長許可願います。 

○議長（石川交三君） はい、結構です。 

○５番（中村司君） よろしいですか、はい。 

  私は２月２８日、病児・病後児、体調不良児対応保育について、自分も知識を得たい

なということで秋田県の県の教育庁幼保推進課を訪問いたしました。そこで分かったこ

と、確認したいこと、疑問に感じた点があったので伺いたいと思います。 

  令和６年３月３０日付けで、こども家庭庁成育局長名で病児保育事業実施要綱、これ

が示され、各都道府県知事宛てに発出されております。その要綱は、秋田県から表紙を

付けて文書またはメールで市町村に送付しているとのことでありました。 
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  そこで質問ですが、この健康福祉課ではその要綱の存否について確認しているのか、

お聞きいたします。 

○議長（石川交三君） 答弁者は。舘岡健康福祉課長 

○健康福祉課長（舘岡裕美君） ５番中村議員にお答えいたします。 

  ただいまの質問についてですが、確かに令和６年の３月３０日付けで、こども家庭庁

のほうから病児保育事業の実施についてということで文書を承っておりまして、課内で

共有はいたしております。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 中村議員 

○５番（中村司君） 要綱については確認できてるということですね。それで要綱の存否、

内容については、課内で何名の職員が認識を共有できているんでしょうか伺います。 

○議長（石川交三君） 舘岡健康福祉課長 

○健康福祉課長（舘岡裕美君） 中村議員にお答えいたします。 

  当課で福祉担当をしております職員及び管理職、合わせて８名で共有をいたしており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 中村議員 

○５番（中村司君） それでは、次の質問です。 

  五城目町こども計画（素案）の内容についてですが、先ほど言いましたこれですね。

第５章、第５、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び提供体制の確保の方策の

中の病児・病後児保育事業の項目、１１３ページなんですが、ここです。ここには、見

込み量、見込み策の記載がありません。それで、「今後、病院と調整を図り、実施に向

けて検討を進めてまいります。」との記述されております。見てもらえば分かるとおり、

全部ここに見込みとか確保策が出てます。ここにはないわけですね。それで、この「今

後、病院と調整を図り、実施に向けて検討を進めていきます。」との記述について、幼

保推進課では、これが幼保推進課でもう既に見てるわけですね。五城目町としては当面、

病児・病後児保育事業実施計画がないものと受け止めているとのことでした。 

  そこで質問です。この記述は健康福祉課内で決定したのか、町として決定したことな

のか伺います。 

○議長（石川交三君） 舘岡健康福祉課長 
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○健康福祉課長（舘岡裕美君） 中村議員にお答えいたします。 

  当課で今年度６年度から、こども計画の策定を始めました。その段階で、病児保育事

業につきましては今までも検討を重ねてきたわけなんですが、ニーズ調査も含めまして

まだ策定の段階ではありましたので、県のほうには、まだ確定、事業の実施の確定はま

だ見込めないと、確定はできないということで判断いたしましての回答でございました。

そのようにご理解いただければと思います。 

○議長（石川交三君） 中村議員 

○５番（中村司君） ありがとうございました。ということは、今の話ですと、一応健康

福祉課内で決定したことだというふうに理解してよろしいですか。町ではこれに関与し

てない。関与という言い方悪いですが、町では最終決定してないというふうに理解して

よろしいですか、副町長。当時、まあ当然荒川町長いなかったわけですから。存じ上げ

てないということですか、この件について。 

○議長（石川交三君） 澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 中村議員のほうにお答えいたします。 

  今、健康福祉課長のほうでお話したとおり、詳細についての打ち合わせまでは行って

ございませんけれども、今回の一般質問の答弁に関する話し合いの中での内容について

はお話を伺っておりますが、まだ町としての決定に至ってないということと、今回、パ

ブコメであったり、いろいろなご意見をいただきながら、まあ最終決定の３月末に本計

画が策定することになっておりますが、その段階で、いま一度協議・検討させていただ

ければと思っております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 中村議員 

○５番（中村司君） 分かりました。実際この計画（素案）はパブコメが４日まで実施さ

れ、昨日、荒川町長もちょっとお話しておりましたよね、施政説明の中で、五城目町こ

ども計画については、パブコメを経て、策定会議を開催し、年度内に完成させる予定だ

ということでしたよね。まあ先ほど課長のほうから答弁だと、まあ一応素案の段階で県

のほうに報告したということだということが理解できました。だから県のほうでああい

う形の話されたんだなということですね。分かりました。 

  それで、このコメントですね、実施に向けて検討を進めると。実施に向けて検討を進

めるというのは、うがった見方をすると、お役所用語で、ニーズが低く、実施の考えが
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ないというふうに一般的にこう捉えられる部分があるんですが、この辺のところ、副町

長どうですか、真意は。 

○議長（石川交三君） 澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 中村議員にお答えいたします。 

  この病児保育の関係につきまして、いろいろな近隣の調査、それから湖東病院等々の

情報を今収集しております。そういった中で、決定には至ってないという現状ではござ

いますけれども、そういう行為を行っておりますということで、前向きの検討という形

で取っていただければと思います。あくまで今の時点でございます。今後、関係者と協

議がありますけれども、今の時点では前向きの検討が必要というふうに考えております

ので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（石川交三君） 中村議員 

○５番（中村司君） 副町長ありがとうございました。この制度について、ちょっと私、

ちょっと読み上げしたいと思います。 

  この病児・病後児保育、それから体調不良児対応型、これについては、課長のほうで

も要綱見て確認されてはいると思うんですが、助成制度がございます。で、基本的に国、

県、市町村が各３分の１ということは、国、県から３分の２が補助なるということです

よね。で、基準額がございまして、病児対応型は８４４万３，０００円、それとは別に

加算額が１００万円。病後児対応型６０３万２，０００円、加算額が１３０万円ぐらい

です。体調不良児対応型、これが４５０万円となっています。体調不良児対応型につき

ましては３分の１なので、町の負担が１５０万円だということですね。これひとつ。 

  県内市町村の動向等について、令和６年７月１日現在の県のリストがあるんですが、

八郎潟町たいようこども園が体調不良児対応型、定員５名を実施施設として掲載されて

おります。また、本年２月２１日、魁新聞には、にかほ市が病児保育施設初開設、その

他病後児対応型１施設、体調不良児対応型３施設との記事がありました。ご覧になった

方もおると思います。また、仙北市では、定例会一般質問で、病児・病後児施設を市立

角館総合病院の空きスペースを活用して開設する方向で検討しているとの答弁があった

ということの記事がありました。 

  私が考えるに、まあ本町の取り組みに向けてこういろんなこと考えてみたことをちょっ

とお話します。 

  病児保育事業実施要綱によれば、病後児対応型と体調不良児対応型については必ずし
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も病院や診療所、いわゆる湖東厚生病院に併設するとかと、そういうことは必須条件と

はなっていません。また、もりやまこども園では園児数が当然ずっと減少しています。

で、専用施設スペースは必要なんですが、それについてはスペース的には可能じゃない

かなというようなことを施設長はちょっとお話しておりました。で、町内には定年を迎

えた、定年退職した多くの経験を持つ元看護師や元保育士がいます。事前に登録いただ

き、都合のつく方の協力を得るなど、様々な手だてを考えられると思います。また、湖

東厚生病院が無理であれば、園医である千葉内科医院の協力を依頼、連携することも可

能じゃないかと。場所、配置基準、採算性など様々な課題はあると思うが、早期実現に

取り組んでいただきたいというふうに思います。荒川町長よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  それでは（３）番です。「今後、特に力を入れていくべき子育て支援策は」の問いに

「遊び場の整備」へのニーズが高い。既存施設の有効利用の観点から、土曜・日曜・祭

日限定でも、もりやまこども園の園庭（遊具含んだもの）を開放できないかということ

です。よろしくお願いします。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  既存施設の有効利用の観点から、もりやまこども園に確認したところ、もりやまこど

も園では、誰もが利用できる都市公園とは異なり、開放時に懸念されることが多いこと

から、法人もりやまこども園独自での園庭の開放はないという回答でありました。 

  できる方向で考えるとすれば、町で借用する形式となりますが、その場合も大前提と

して園の事業を妨げないよう配慮し、幼児の安全・安心を念頭に置かなければなりませ

ん。具体的には、もりやまこども園の土曜保育を妨げないよう日曜日や祝日限定とする

ことや、管理人を配置し、事前に遊具の安全点検や事後の確認、ごみ箱及びその管理、

保護者同伴を原則とし、動物の同伴は認めないことなど利用の制限が多く、開放するに

は困難であると考えます。このことから、町では雀館公園一体を子どものびのびゾーン

として整備するなど、ここならではの広々とした自然の立地を活かした遊具設置や集い

の場所を考えていくことが五城目町子どもの居場所づくりや遊び場の整備につながるも

のと考えており、予算も考慮しながら実現に向けて取り組んでまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 中村議員 
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○５番（中村司君） ありがとうございました。園のほうにも聞いていただいたというこ

とで、なかなかハードルがあるということですね。 

  私ちょっと考えたことっていいますか、述べさせていただきます。 

  町長は、複合遊具の兼ね備えた子育て総合支援施設や子どもののびのびゾーンの整備

を子育て支援対策として掲げられていましたが、実施するには多額の財源と期間を必要

とします。考えてみてください。４歳の子ども、４歳児。年中さんです。２年後には小

学校１年生になります。子どもの成長は待ってくれないのです。 

  八郎潟町はちパル、井川町国花苑、天王グリーンランド、三種町みっしゅなど、子育

て世帯は子どもの年齢、その日の天気や余裕時間、目的などを考えてお出かけ先を決め

ます。ちょっと時間あって散歩ついでに遊ばせたい。一、二時間の遊び場がないという

のが実際ある話です。園児や低学年児童であれば、遊び慣れたもりやまこども園で、と

なるはずです。例えば、先ほど保育園との協議で話があったんですが、町長の話があり

ましたが、園庭の片隅に日影になる木を植える、わずかな芝生を植える、トイレを外か

らでも何か利用できるような話はしてました。しかし、安全・安心確保、この点につい

てはもちろん課題があると思います。それはボランティアが可能であればボランティア

もいいでしょう。場合によっては任用職員の管理人を置いてもいいじゃないですか。日

曜・祭日限定であれば、１か月５日、６日ぐらいしかないわけですから、ましてや冬期

間は閉鎖です。そういうこと考えれば、そんなに大きい持ち出しでもないような気がし

ます。もちろん先ほど町長がおっしゃったように、もりやまこども園の理解と協力が前

提となりますが、公共性、経済の合理性、即効性などから見て、有効な施策と私は考え

ます。迅速な取り組みを期待いたします。 

  町長は、子育てするなら圧倒的に子育てを応援する町、五城目町で、これは町長がおっ

しゃる地域ブランディングの一つにもなると思います。それを受けて、町外から、五城

目って子育てに圧倒的に力入れてくれるなと移住定住者があるかもしれません。そういっ

た意味で、その結果として人と企業に選んでいただける町になる。ぜひ積極的な取り組

みを期待しております。 

  今回の町長選挙の前日の２月１５日、魁新聞には、荒川町長は「外部の人間だからこ

そ、役場の慣習やしがらみにとらわれず、町民目線で改革を進められる。まず、行政と

住民の距離感を縮めたい。」一方、川村候補は「役場の内側を熟知している。まずは職

員の意識改革を進めて内部を鍛え直す。その上で、町が目指す方向を明確に示し、ぶれ
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ない行政サービスを提供しながら、町民と一緒にまちづくりを考えたい。」という記事

が出ておりました。お気づきの方がいるかどうか分かりませんが、両方に共通するフレー

ズは「改革」です。改善と改革の違いは、改善は現状の肯定から始まります。改革は現

状を否定することから始まるということです。町民の多くは新町長に対して、私は改革

を期待していると感じております。まあ私も二元代表制における議員の職責を果たして

いきたいと思っております。 

  随分生意気な話、長くなりましたが、これで一般質問を終わりたいと思います。どう

もありがとうございました。 

○議長（石川交三君） ５番中村司議員の一般質問は終了いたしました。 

  次に、６番佐沢由佳子議員の発言を許します。６番佐沢由佳子議員 

○６番（佐沢由佳子君） ６番佐沢由佳子です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  町長選で荒川滋町長が、議員補欠選挙で石井和歌子議員が当選され、どちらも子ども

が同級生という接点があり、同じ世代の方々と五城目町の今、未来のために一緒に切磋

琢磨し合いながら働けることをうれしく、頼もしく思います。 

  ３月８日の国際女性デーに、地域の男女平等度を政治、行政、教育、経済の４分野で

分析した２０２５年の都道府県ジェンダーギャップ指数が公表されました。秋田県は４

分野どれも指数が低い中、政治分野が０．１６９と最も低く、女性市町村長がゼロで最

下位、市区町村議会の男女比指数は全国４４位、女性ゼロ議会が４議会、歴代で女性の

知事は一人もいない。次に行政分野が低く、県審議会委員の男女比の指数が全国最低で

ありました。その中でも喜ばしいことに、３月９日、鹿角市議会に女性議員３名が誕生

し、女性ゼロ議会を脱却いたしましたが、いまだ３議会は女性ゼロのままです。一方、

五城目町では女性議員が４名になり、１４人の定数のうち２８．５％と、秋田県内自治

体で女性議員率が最も高くなりました。少子化、若年女性の流出とジェンダーギャップ

指数の低さは切っても切り離せない関係にあると考えます。ただ女性議員が増えればい

いということではなく、これを機にジェンダーや年齢など違いを受け入れ、互いを尊重

し合う五城目町を目指して進んでいけたら未来は開けていくのではないかと考えます。 

  それでは、通告に従い、質問させていただきます。 

  １番、五城目高校の存続を図ろうということで質問させていただきます。 

  （１）今年度、五城目高校の受験者数は１５名、８０名の定員に対し０．１９倍。今

後の後期選抜の動向も注視されています。令和７年度までの第７次秋田県高等学校整備
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計画（後期計画）では、「地元や秋田市からの入学者が今後も一定数見込めるとともに、

全県的に見た学校の配置状況等から特別な事情があることを考慮し、今後もキャリア教

育をベースとした指導や地域との連携した教育活動の充実を図る。」となっております

が、令和８年度からの第８次計画案においては、「入学者の減少が続いていることを踏

まえ、地域の関係者や当該校と学校の活性化や今後の在り方について協議を行う。」と

書かれており、また、地域校化・募集停止の基準として「１学年２学級規模の学校にお

いて、入学者が募集人員の３分の２以下の状態が２年間続いた場合、地域校化や募集停

止等を検討する。」とも明記されております。 

  令和５年４月の秋田県高等学校の再編整備構想検討委員会の報告書には、「特別な事

情があることを考慮してきたものの、ここ数年は募集定員に対して入学者が少ない状況

が続いている。今後もこの状況が継続する場合には、地域校とするか、新たな形態の高

校としての運用の可能性があるかについての検討も必要である。」と記述されておりま

す。 

  まさに今、地域との話し合いが求められており、もう先送りできない状況なのではな

いか。この小さな町に高校まであるというのは魅力であり、素晴らしい資源であると考

えます。五城目高校の存続を図っていくことに対しての町の考えを問いたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。荒川町長 

○町長（荒川滋君） ６番佐沢議員にお答えいたします。 

  先ほど佐沢議員が紹介いたしました第８次秋田県高等学校整備計画におきましては、

先ほど話にあったように、五城目高校については、キャリア教育をベースにした指導や

地域と連携共同した教育活動の充実を図ってきているものの、入学者数の減少が続いて

いる。このことを踏まえ、地域の関係者や学校と今後の在り方について協議を行うもの

とすると記載されております。ということは、今が五城目高校の生き残りの正念場だと

思っています。この学校が建つ五城目町の本気度が試されている。で、町の腕の見せど

ころが今なんだと私は思っています。地域と連携した教育活動を展開しておりますし、

我が家では息子がお世話になった学校で、とても親身になって進路指導にあたってくだ

さったことなど身をもって知っていることもあり、湖東の砦である五城目高校の存続は

必ず成し遂げるように努める所存であります。 

  今後、学校はもちろん同窓会など関係者と調整を行い、６月定例会での報告を一つの
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目途と考えておりますので、いま少しお時間をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 佐沢議員 

○６番（佐沢由佳子君） 先ほど６月定例会までを目途に協議していくということで答弁

いただきましたが、２番、ＢＡＢＡＭＥ ＢＡＳＥ開設当初からビジョンとして掲げて

いる「世界一こどもが育つまち」という言葉があります。今では「世界一こどもが育つ

まち」と検索すると五城目町がトップに出てきます。五城目町に住む住民が思っている

以上に世の中に浸透している言葉であります。 

  この言葉どおり、ここ１０年で教育関係者の移住してきた方や関係人口がたくさんい

らっしゃいます。いろんな知見のある方を巻き込んで五城目高校魅力化プロジェクトを

立ち上げるべきと考えております。町長が議員時代に例に挙げていた広島県立加計高校

や島根県隠岐島前高校など、高校の魅力化から町の魅力化につながった好事例もありま

す。さらに、例えば、かつて五城目高校にあった林業科を復活するなど特色のある科を

設立することで、森林環境譲与税など姉妹都市の千代田区との連携も図ることも考えら

れるのではないかと考えます。早急に動く必要があると考えるが、町の姿勢を問いたい

と思います。よろしくお願いします。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  先ほど述べたように今が五城目高校生き残りの正念場であり、佐沢議員のご提案のプ

ロジェクトの立ち上げは非常に有意義で私も同じ考えであります。羽後町や広島県立加

計高校などの取り組みも参考に、湖東の砦である五城目高校の活性化と今後の在り方に

ついての協議会、いわゆるプロジェクトを立ち上げ、特色ある学びの実現、県外からも

生徒を受け入れるようなその体制の実現、千代田区との連携強化、農林業の担い手育成

など地域の課題も一緒に解決できるよう、急いで行動に移す準備を整えてまいります。 

  繰り返しになりますが、６月定例会での報告を一つの目途として進めてまいりますの

で、どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（石川交三君） 佐沢議員 

○６番（佐沢由佳子君） ６月定例会を目途に報告があるということで期待しております。 

  それに関して、五城目高校のちょっとしたことに関して少し関連して質問があります

が、よろしいでしょうか。 
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○議長（石川交三君） はい、結構です。 

○６番（佐沢由佳子君） 五城目高校のこともちょっと内容になるんですけれども、荒川

町長のちょっとＳＮＳ、ブログについて、先日３月１日に「町長選での公約に湖東の砦

である五城目高校の存続を図ると掲げている。五城目高校の存続に向け、早急にプロジ

ェクトチーム、協議会を立ち上げるように進めます。」と公言されておりました。で、

議員時代から荒川町長は町の出来事や行事、議員としての思いやご家族のことなどブロ

グにて発信されており、写真と分かりやすい文章で私も楽しく拝読させていただいてい

るんですけれども、その公言したことに対して、プロジェクトチームの立ち上げは私も

望んでおりますし、その過程にも物事の順番やプロセスが必要と考えます。だからこそ、

我々議員は一般質問を通し、町としての方向性を世の中に示す答弁を望んでいるわけで

すが、五城目町を代表する町長として自身の思いだけで発信をするべきではないのでは

ないかなと思ったことと、万が一決まっているとしても、最初に発表する場はブログの

場ではないと思います。で、荒川滋公式ブログと名前は変更してあるようですけれども、

個人ブログの延長のように見えます。で、ＳＮＳの活用を否定するものではありません

ですけれども、公式というならば、町のホームページにリンクする形で発信できるよう

な内容で情報を精査して責任を持って発信するべきと考えますが、そのことについて町

長はどうお考えでしょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  今までこう２０年近くブログを通じて自分の身の回りのこと、町で起きたことを発信

してきたわけでありますけども、今、佐沢議員おっしゃるとおり今度立場が変わってい

ますので、この五城目高校に対する強い思いがあのように協議会、プロジェクトを立ち

上げると、そこに断言してしまったような記事になってしまいましたが、今後その辺は

十分ワンクッション置いて考えてから記事を挙げるようにしたいと思いますので、今後

ともよろしくお願いいたします。 

○議長（石川交三君） 佐沢議員 

○６番（佐沢由佳子君） どうぞよろしくお願いいたします。 

  次に２番、町公式ＬＩＮＥの開設は、という質問に移らさせていただきます。 

  １、荒川町長が打ち出した４５の施策の中に「町に住む方々の声が届く町内会長との

ホットラインの確立」があり、もう一つ「新たに町公式ＬＩＮＥを設置」とも書かれて
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おります。 

  まずは、町公式ＬＩＮＥを設置することで町内会長を含む全町民とのホットラインが

できるのではないかなと考えます。防災などの緊急情報やイベント情報など自分が選ん

だ情報を受け取ることができたり、ＬＩＮＥ上で問い合わせや相談ができたり、ＬＩＮ

Ｅ版町長への手紙などもできると考えますが、どうお考えでしょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  町公式ＬＩＮＥの設置につきましては、議員として私もこれまで二度提言していたこ

とであります。 

  昨年１０月就任されておりますデジタル専門監より、まずは町が所有する防災情報シ

ステムを再整備し、ＬＩＮＥでも緊急情報が配信できるようにすることが必要であると

のご意見をいただいております。まずはそこから整備を進めたいと思います。で、町民

の方からの相談受付けや町長への手紙など、その他の機能につきましても、予算を考慮

しながら実現に向けて取り組んでまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 佐沢議員 

○６番（佐沢由佳子君） ２番、公式ＬＩＮＥは全国５１８の自治体が導入しております。

秋田県では、秋田県、秋田市、横手市、男鹿市、湯沢市、大仙市、仙北市、能代市が導

入済みであります。今後運用を考えるにあたって、先進事例がたくさんあるため、より

よいものを参考にし、各課ばらばらに縦割の運用ではなく、各課全体と町民の利便性を

視野に入れ、運用ルールやメニューを定めていくべきと考えます。デジタル専門監にも

アドバイスをいただきながら進めていくと先ほども答弁がありましたが、その防災シス

テムだけとか、その各課の情報は各課にというそのばらばらな運用ではなく、総合的な

ことを考えながら運用することを検討していただきたいと考えます。そのことについて

答弁よろしくお願いします。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  これまで議員として一般質問でも、まあご存じの方もいるかと思いますけども、私は

試しに近隣自治体の公式ＬＩＮＥに登録をしていますと。そこで届く情報は本当に様々

ありまして、来週、例えば町民体育館で中学生のバレーボール大会が行われますよと、
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来週はどこどこにおきまして消防団の大会が行われる、それからクマが出た、暴風警報

が、気象情報のこと、様々な情報が届くことを知っていますので、ぜひ実現をというこ

とで議員の時からも進めてきましたし、この立場になっても進めたいというふうに思っ

ています。 

  １２月に庁内で実施した町職員向けのＬＩＮＥアプリ説明会には、デジタル専門監か

らもご参加いただいております。まずは役場内の状況を確認しながら、専門監のご意見

も伺いつつ、公約に掲げた町公式ＬＩＮＥの設置を進めてまいりますので、どうかよろ

しくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ちょっと佐沢議員に申し上げますが、マイクを下げてください。

それから、先ほどのいわゆる町長のＳＮＳ、ブログに関しまして、公私混同といいます

か、というようなご指摘があったように思いました。で、町の公式なホームページにリ

ンクするような形を提案されたと思いますが、それについては町側からは答弁はなかっ

たと思っておりますが、その点よろしいですか。佐沢議員 

○６番（佐沢由佳子君） 先ほどのＳＮＳを町のホームページにリンクする形でというこ

とについて、町としてどういうお考えでいらっしゃるかお聞きしたいです。お願いしま

す。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） すいませんでした。 

  様々参考にさせてもらっている首長さんの個人的なブログがあります、全国に。そこ

を見ていますと、その個人の首長のブログが自治体のほうに飛んでるというところはち

ょっと私見たことなくて、個人は個人でやっているのがほとんどのように認識しており

ます。なので、これから発言は気をつけて、今の体制でいければというふうに思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 佐沢議員 

○６番（佐沢由佳子君） 先ほどのブログに関しては、情報を精査して責任を持って発信

していただけるといいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  ３番、空き家対策についてです。 

  こちらも荒川町長が議員時代からたぶん提言をしていることだと思いますけれども、
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全国空き家バンクに登録してはどうかと、私も９月の定例会において一般質問をいたし

ました。その段階では、「６００件ほどの空き家があり、調査中。ウェブページにその

うち３件掲載している。」と答弁がありました。「全国版の空き家バンクの情報収集を

行いながら、導入について検討する。」との答弁でしたが、その後の進捗状況を伺いた

いと思います。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  先般９月定例会においては、全国空き家バンクへの登録について約６００件の空き家

を調査中であり、町のサイト「五城目移住宣言」には、そのうち３件を掲載していると

の状況を踏まえ、全国版の情報収集及び導入検討を進める旨をご説明させていただいて

おります。 

  現在、全国版空き家バンクには当町の基本情報が既に登録されておりますが、これま

で空き家バンク運用のための要綱が整備されておらず、精査及び策定に一定の時間を要

しておりました。このたび、空き家に加え空き地も対象とする新たな要綱を制定し、登

録体制を整えております。この整備に伴い、現在、町のサイト「五城目移住宣言」に掲

載している所有者の皆様に対して、改めて登録申込みをお願いする予定です。準備が出

来次第、順次、空き家及び空き地の物件情報を登録してまいります。今後は、町内会や

不動産業者など関係各機関と連携を一層強化し、地域の空き家・空き地対策を推進する

とともに、住民の皆様が安心して暮らせる環境づくりに努めてまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 佐沢議員 

○６番（佐沢由佳子君） ちょっと答弁と重なるところがあるんですけれども、２番、昨

年移住してきた方に移住のきっかけを尋ねたところ、家が気に入ったからとの回答であ

りました。ウェブページ「五城目移住宣言」がきっかけだったようですが、たくさんあ

る空き家を資源と捉え、全国版の空き家バンクの活用をしてもっと広く町内外へアピー

ルすることが必要であると思います。こちらは質問ではなくて、先ほどの答弁でお聞き

しましたので、一応、空き家バンクを推奨していただいて導入を検討していただければ

と思います。 

  ３番、空き家の必要な情報収集や空き家バンクへのデータ入力など専門に扱う職員を

採用、または集落支援員や協力隊の活用をしてはどうかと考えますが、どうお考えでし
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ょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  ご提案ありがとうございます。空き家対策の充実を図るため、令和７年度において空

き家対策に従事する会計年度任用職員の採用を計画しており、そのための予算案を本定

例会に提案しております。これにより、空き家の情報収集及び空き家バンクへのデータ

入力を効率的かつ正確に行う体制を確立し、迅速な情報発信につなげてまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 佐沢議員 

○６番（佐沢由佳子君） ４番、空き家を購入し移住した際、リフォーム補助金等の案内

がなく、情報を得る際に苦労されている方がおりました。住民生活課、建設課など課を

越えて、移住や町を通し空き家を購入した方などに必要な情報がすぐ分かるように情報

を整理したチラシなどを渡すなど工夫が必要と考えますが、どうお考えかでしょうか。

どうお考えかお聞きしたいと思います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  住宅リフォーム補助の周知方法についてでありますが、町では現在、ホームページに

よる周知のほか、毎年５月号の広報による周知や、町建設課前にパンフレットやポスター

を掲示し周知している状況でありますが、議員のご質問にあったとおり、移住してきた

方への周知としては不足していると私も考えます。今後は、役場内各窓口での案内のほ

か、道の駅や図書室などの各公共施設、病院、飲食店といった各施設にパンフレットを

配布し、周知するように努めてまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 佐沢議員 

○６番（佐沢由佳子君） 先ほどの答弁に対してですが、転入の際に五城目町の補助制度

など分かるようなパンフレットがあればいいなと感じております。 

  次の質問に移ります。４番、乗合タクシーの利用状況は、ということについてお伺い

いたします。 

  （１）２月１日から五城目町内を含む全町内で乗合タクシーが利用可能になり、１回

３００円で利用可能となり利便性が高まりました。新たな利用者は改定前よりどのぐら
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い増えたのか教えていただきたいと思います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  この１か月で新たな登録者数は８０人増えました。また、実際の利用者は約３０人増

加したとタクシー業者より報告を受けております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 佐沢議員 

○６番（佐沢由佳子君） ２番、公共交通はどの自治体でも大きな課題であります。利用

者の動向や意見を定期的に分析しながら柔軟に対応、変化しながら運行してほしいと考

えます。町として今後どのように分析し、柔軟に対応していくか、考えをお知らせくだ

さい。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  私のところにも、その利用者の方々から様々な声が届いております。佐沢議員のご提

案のとおり、利用されている皆様からご意見をいただき、運行内容を柔軟に見直しなが

ら、より簡単で手軽に利用できる公共交通を目指してまいります。その手法については、

今後十分庁内で検討して進めてまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 佐沢議員 

○６番（佐沢由佳子君） 公共交通については、どの自治体でも大きな問題であり、すご

く利用者が増えたということは、今後ほかの自治体にもモデルになるケースと思います

ので、今後とも柔軟な対応をしていただき、よりよい公共交通に努めていただきたいと

思います。 

  「為せば成る為さねば成らぬ何事も」荒川町長はよく言っておられます。その言葉の

とおり前へ進んでくださることを期待しております。 

  これで私の質問を終了いたします。ありがとうございました。 

○議長（石川交三君） ６番佐沢由佳子議員の一般質問は終了いたしました。 

  昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

             午前１１時２６分 休憩 

………………………………………………………………………………………………………… 
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             午後 １時００分 再開 

○議長（石川交三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ７番石川重光議員の発言を許します。７番石川重光議員 

○７番（石川重光君） ７番石川重光でございます。 

  先月２月２５日就任されました新町長に、今後のまちづくりについてのお考えをお尋

ねしたいと思います。 

  まずは、さきに行われました町長選挙についてですが、昭和３０年に旧五城目町、馬

場目村、富津内村、内川村、大川村の５か町村が合併し、現在の五城目町となっており

ます。新生五城目町が誕生してから７０年。町始まって以来の新人同士の一騎討ちによ

る町長選挙が先般執行されました。２０年ぶりに首長が変わるということ、新人同士の

一騎討ちということで町民の関心は高まり、町を二分したかのように得票数が拮抗した

選挙結果となりました。 

  五城目町は今、人口減少による少子高齢化問題や経済活動の低迷、二度にわたる水害

を経て防災・減災対策による災害に強いまちづくりなど、多くの課題が山積しておりま

す。新町長には、相手方候補の声に賛同した人たちを置き去りにすることなく、全町民

が一丸となって山積する課題に向かっていかなければならないと思いますし、そうでな

ければ五城目町は前に進むことはできないと思います。新町長には、町の舵取り役とし

てのかかる重責をはねのけ、勇気と情熱と行動力、そして調和を忘れることなく、町発

展のためにその務めを果たしていただきたいと願っております。そのことを申し上げて

質問に入らせてもらいます。 

  通告に従いまして質問に入ります。 

  朝市活性化に向けた新町長の取り組みについてお尋ねをいたします。 

  今年１月に本町部にあるダイサンスーパーが閉店されました。食品スーパーが町中心

部からなくなってしまったことから、地域住民が買い物に不便を来しております。特に、

車の運転ができない高齢者などにあっては難儀をされております。背中にリュックを背

負い、両手に買い物袋を下げて徒歩で帰ってくる買い物客の姿を見て、つくづく感じる

ことは、こういう時にこそ、生活市である朝市がもっと充実していれば、野菜のみなら

ず果物や生鮮食品が充実していれば、町民の買い物不安を解消できると思います。朝市

は地域住民に食を提供することができると思います。 

  でも、現状の朝市はどうでしょうか。出店者数は減少を続けております。昨年の６月
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の定例会におきまして、この席から、このままだと朝市がなくなってしまうという町民

の危機感を訴えておりますが、定市場設置者である町が朝市にもっと力を注いでもらい

たい、出店者を増やす施策を進めてほしいと思っておりますが、新町長はどういう対応

をしていくのかお伺いをいたします。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。荒川町長 

○町長（荒川滋君） ７番石川重光議員にお答えします。 

  まずもって石川議員からは、本年度から朝市振興委員会に参加いただき、そして平日

の朝市出店という形で朝市に力を注いでいただいていることに感謝を申し上げます。 

  町内スーパーの閉店につきましては、不便をしている多くの高齢者の方、町民がおら

れることは肌で感じているところであります。議員がおっしゃるとおり生活市である通

常の朝市が充実していれば、町民が不便を感じることも少なくなるものと察するところ

であります。 

  昨年１０月に全国朝市サミットの開催があった八戸市の館鼻岸壁朝市には、石川議員

にも参加いただきましたが、まあご存じのとおり、八戸での人気店は手羽先唐揚げやコー

ヒー店、パン屋などでありました。当町の朝市ｐｌｕｓ＋の際に出店いただいているク

レープ店など含めた人気店の発掘を、まずは一軒からでも始めたいと考えております。

そのためには、町に住む方々のご理解とご協力も必要となってまいります。一軒の人気

店から来場者が増え、朝市出店者の売り上げが増える。間に合う商売でなければ続きま

せん。売り上げが見込めるとなったら出店者が増える。そういった正のスパイラルを目

指していきたいと思います。 

  併せて、朝市出店者を増加させる施策については、本定例会に提案中の令和７年度当

初予算におきまして新規事業となる３事業、１つは地域と朝市を密接に結びつける役割

を担う朝市活性化支援員の設置、２つ目、朝市の出店に際し必要とされるテントや陳列

台の取得を支援する朝市出店支援事業、３つ目、１１月に開催されます全国朝市サミッ

トや５３０周年記念事業、これらに要する経費を計上したところであり、５３０年を迎

える年にこれらの新たな取り組みを進めることにより効果を見いだしたいと考えている

ところであります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ７番石川議員 

○７番（石川重光君） 朝市の活性化のための施策は喫緊の課題であります。年々朝市の
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出店者数が減少しておりますので町の対応を急ぐべきかと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  次に、２番目の質問事項に入ります。令和６年６月定例議会におきまして、定市場使

用料の見直しに関する質問に対し、当局から、全国朝市サミット開催を機に使用料金の

見直しなどの施策を講じると答弁がございました。その全国朝市サミットが令和７年度、

今年の１１月に本町を会場に開催されるにあたりまして、五城目町定市場設置条例の見

直しはいつ頃までにされるのかお伺いをいたします。 

  定市場設置条例は、その主なものとして、定市場の設置場所、それから開催期日、そ

れから使用した場合の使用料、それから朝市の接する世帯主への交付金などが規定され

ておりますけれども、使用料だけでなく全般の見直しをされるのかも併せてお伺いをい

たします。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  朝市出店者や朝市を応援する方々で構成される五城目朝市振興委員会の皆様におかれ

ましては、今年１１月に全国朝市サミットを当町で開催するため、令和６年度中におい

てもこれまでに比較して多く会議を開き、サミット開催に限らず、定市場使用料や臨時

朝市、家主交付金など様々な議論を展開されている旨を伺っております。町といたしま

しては、朝市振興委員会における意見を基に、必要であれば条例改正案を議会にお示し

したいと考えているところであり、使用料の改定も含むものであれば、意見の集約や出

店者への周知期間など様々なスケジュールを考慮すると年度替わりからの施行がふさわ

しいんですけども、今年１２月議会への提案となるものと思います。１１月のサミット

までの見直しとはなりませんが、制度のスムーズな移行のためご理解いただくようお願

いいたします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ７番石川議員 

○７番（石川重光君） 今の答弁ですと、まあ今年の１２月頃までを目途に条例の成案見

て、議会に諮るというようなスケジュールと受け止めてよろしいでしょうか。先ほどか

ら申し上げておりますように、朝市を開催しやすいような環境づくりのためにもこの条

例がそれにつながると思いますので、ぜひとも早急に対応をしていただきたいと思いま

す。 
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  次に、３つ目の項目に入ります。買い物客から見た朝市、魅力ある買い物空間である

ためには、新鮮でおいしく、安く買い求めることができる食材が豊富にあること、また、

雨や風、夏の暑さや冬の寒さなどの天候によって出店数や来店者数が左右されない朝市

が展開される環境づくりが必要と考えます。この件については一向に進んでいないよう

に思いますけれども、新町長のお考えをお聞かせください。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  そもそも来場者が少ないから出店者が少ないのか、出店者が少ないから来場者も少な

いのか、これは理由の断言はできませんが、先ほど答弁申し上げましたとおり、儲かる

商売でなければ続くことはできませんので、まずは来場者を増やす仕掛けが必要と考え

ます。そのためにも、朝市出店者に限らず商店会の方々などとも協議をし、朝市ふれあ

い館を含めた周辺一帯の魅力アップにつなげたいと考えております。 

  また、魅力ある朝市であるためには、議員がおっしゃるとおり新鮮で安い商品が揃っ

ていることが一因となりますが、これは出店者に努力をお願いしたいと存じます。 

  天候に左右されない環境づくりについては、以前議員からご提案のあったテントの設

置であっても強風には耐えられないものでありますし、新たに恒久的な市場施設を整備

することについては、現在のところ検討には至っておりませんので、ご理解とご協力を

お願いいたします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 石川議員 

○７番（石川重光君） 天候に左右されない朝市、私もテントの設営とかを提案してまい

りましたけれども、今の朝市会場を見ますと空き家・空き店舗が点在しております。こ

ういった建物を活用するような構想といいますか、そういうのは町では持っておりませ

んか。 

○議長（石川交三君） 答弁者。小玉商工振興課長 

○商工振興課長（小玉洋史君） ７番石川議員にお答えします。 

  空き店舗の調査の関係ですけども、昨年の６月、１２月議会で調査と発信を急ぐ旨申

し上げております。ただし、私自身はじめとして課内に体調不良者続出しておりまして

業務が進捗していないところです。大変申し訳なく存じます。 

  担当職員からは、朝市通りでは２軒、調査ご協力いただけるところがあるとのことで
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すので、そちらについて今月中に発信するという形にする方向です。あと、もっと空き

店舗はありますので、もう少し通ってご協力を得るようにしたいと考えておりますので、

ご理解をお願いします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 石川議員 

○７番（石川重光君） ぜひとも調査を進めて、朝市会場になるべく建物の確保を検討し

ていただきたいと思います。 

  続いて４番目の質問に入ります。かつて朝市は観光朝市としてもその魅力を発信して

おりました。来店者が満足して買い物体験ができるよう、その環境づくりが必要である

と思います。 

  観光朝市、五城目弁で売り手と買い手の語り合いや笑い、威勢のいい声が朝市会場いっ

ぱいに聞こえる。軽快な語り合いや笑顔のある朝市の風景。買い物体験そのものが観光

としての魅力を有し、来町者に喜ばれてきました。五城目朝市だからこそできる買い物

体験の魅力を満喫されるよう、観光体験としての五城目朝市にもっと力を注いでほしい

と思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  今議員がおっしゃられたような観光朝市としてのそのやりとり、想像しますと素晴ら

しいものでありますけども、いかんせん今の出店状況を見ますと、それは難しいと思い

ます。ですので、前の質問でも答弁申し上げましたが、観光朝市として魅力を発揮する

ためには、生活市である通常の朝市の来場者を増やす必要があります。朝市出店者を増

加させるための即効性のある施策までに至りませんが、引き続き朝市わくわく盛り上げ

隊の皆様のご協力を賜りながら朝市ｐｌｕｓ＋を開催していただくとともに、新年度予

算に計上した朝市活性化支援員の設置や朝市出店支援事業補助金などにより、これまで

よりも一歩踏み込んで出店者の増加に努め、来場された方々が満足するような環境整備

を図ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 石川議員 

○７番（石川重光君） 朝市、まあ生活朝市としての五城目朝市、もう一つは観光朝市と

しての五城目朝市、この両面を持ってるかと思います。ただ現状は出店者数が少ないか
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ら、まあ町長がおっしゃるようにその面が発揮できないでいるかもしれませんけれども、

朝市としての魅力には観光面での魅力も多く含まれてると思います。ですので生活朝市

と観光朝市、この両面にわたって振興を図っていただきたいと思います。 

  最後に、私は、五城目朝市は五城目町そのものであると思っております。朝市という

文化・歴史は、五城目町の文化・歴史であり、朝市の活性化が五城目町の隆盛となり、

朝市の衰退が五城目町の弱体化につながると思えてなりません。今、町民も朝市出店者

も朝市の存続に強い危機感を持っております。朝市の問題を置き去りにしてはならない

と思います。どうか朝市を元気にしたい、その思いを伝えて私の質問を終わりたいと思

います。ありがとうございました。何か町長から。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） ありがとうございます。思いは全く同じで、９年前、私初めて議員

としてこの場で一般質問をした最初の質問でも朝市のことを取り上げております。それ

以来もう何度も取り上げてきていますけども、今、立場が変わった今、これからはもっ

と強力に進められると思っておりますので、一緒に朝市を盛り上げていくようにしまし

ょう。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 石川議員 

○７番（石川重光君） よろしく町長お願いいたします。朝市をもっと元気にしていきま

しょう。よろしくお願いいたします。終わります。 

○議長（石川交三君） ７番石川重光議員の一般質問は終了いたしました。 

  次に、８番松浦真議員の発言を許します。８番松浦真議員 

○８番（松浦真君） ８番松浦真でございます。よろしくお願いします。 

  令和６年３月定例会が始まりました。あ、令和７年ですね、令和７年３月定例会が始

まりました。佐沢議員も話されていましたが、五城目町の女性議員比率が県内で一番高

くなっております。様々な役割の人が議論できる活気ある議会になっていることをとて

もうれしく思います。そして、今回の一般質問２日間では１０議員から、大きな質問項

目だけで４０の一般質問があります。荒川新町長も４５の施策を掲げておられます。こ

のそれらを実施していくと、事業数は自然に多くなっていきます。そのためにも、これ

まで当たり前としていたイベントや事業を見直し、事業を削減することも事業を増やす

こと以上にとても重要なことだと私は考えています。未来につながる事業を行うために
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も、スクラップ・アンド・ビルドにおけるスクラップの部分がとても重要です。スクラ

ップ、つまり事業削減がないと事業創造できる余白が生まれません。荒川町長とは議員

時代からも様々な議論をさせていただきました。定例会での質疑・答弁を含めて様々な

議論をこちらでも深めていけるとありがたく思っております。 

  今回私は、昨日の施政説明に対する追加質問を含め、過去５年間で最大となる１８の

質問をさせていただきます。なるべく再質問せずにスムーズに進めていけるよう私も努

めていきます。その中で再質問が不要となるような適切な答弁がたくさん生まれればと

も願っております。どうぞご協力のほどよろしくお願いします。 

  それでは、早速質問に入ります。 

  １つ目、新しい町長のビジョンはということです。 

  （１）荒川新町長のビジョンとミッションは。既に４５の話はありますが、改めてこ

の議場内で、そのビジョンの達成ために１期４年で行う具体的なスケジュールを教えて

いただきたいと思います。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。荒川町長 

○町長（荒川滋君） ８番松浦真議員にお答えいたします。 

  私の使命は、五城目町の人口減少の状況を緩やかにしつつ、人口は減っても住みやす

い町に変えること、そして人と企業に選んでいただける町、これを実現することである

と考えております。そのためにも、まずは災害に強くなること、町民の皆様お一人お一

人の存在意義と生きがいを向上させること、儲かる農林業にすること、地域の魅力やブ

ランド力を向上させること、教育の充実を含めた子育て環境を向上させること、そして

文化の薫り高い町へと進化させることが重要だと考えております。 

  スケジュールについてでありますが、まず順番から言いますと、まずは河川整備と維

持工事、樋門管理について、澤田石副町長とともに県に対し熱意の伝わる要望を続ける

ことに取り組みます。特に磯ノ目大橋から下流の土砂除去や伐木、樋門管理の徹底と未

着工である西野橋から下流の改善に努めます。また、主役である町民の皆様の声が行政

に届きやすくなるよう、先ほどもお話しさせてもらっておりますけども、町内会長と町

長とのホットラインを構築することに早急に取り組みます。 

  私の任期である４年間の間に５本の柱と４５の施策を展開するためにも、町民の皆様

や職員の皆様のご意見を伺いながら、具体的なスケジュールを詰めてまいります。 

  以上です。 
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○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。具体的なスケジュールが、よりその様々な

課と相談しながら出てくることを期待しております。 

  続きまして（２）に行きます。町内には様々な領域の専門家がおられます。五城目町

の持続可能性のために町の職員だけで独自の事業を推進するのではなく、様々な民間企

業や団体とパートナーシップを組むことが必要ではないかと考えます。企業版ふるさと

納税の推進や民間企業との連携協定も含め、パートナーシップを組んでいく方針はある

のか。また、現状考えているパートナーシップの候補についても具体的にあれば教えて

ください。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  松浦議員のおっしゃるとおり、ＰＰＰやＰＦＩなど民間パワーを取り入れることは重

要だと考えております。 

  パートナー候補について具体的に、というご質問でありますが、これは相手があるこ

とでありますので、今ここで明言することは控えさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） パートナー候補はまだ明言できないということですが、明言できな

いということは既に候補者はあるということで考えてよろしいんでしょうか。 

             （「はい」の声あり） 

○８番（松浦真君） はい、であればそのように考えて、このパートナーが具体的に言え

るような状態にぜひ庁舎内でも連携を進めていただければと思っております。 

  では続いて（３）に行きます。組織風土改革のためにもフレッシュな人事配置が重要

ではないか。県庁職員の職員派遣や外部人材の登用は考えないかということで、これ中

村司議員も組織風土改革の話されてました。ぜひここも含め、町の考えをお知らせくだ

さい。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  令和６年度では、ＤＸ推進のためデジタル専門監１名を登用しており、令和７年度で

は、庁舎内のＤＸ化推進のためデジタル専門監を３名登用する予定であります。また、
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町の防災対策を強化するため、退職自衛官の人材活用制度を利用し、防災監として１名

採用しております。 

  今後様々な事業を展開するにあたり、さらに専門的な人材が必要だと判断した場合、

外部からの人材登用の検討をしてまいります。その際には、ぜひ松浦議員にも相談に乗っ

てもらいたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） 五城目町は様々な関係人口の方も来られています。今日もたまたま

ですけども、岐阜であったりとか仙台とか様々な場所からこの議場に傍聴に来ていただ

いてる方もいらっしゃいます。様々な専門家の方の活用をして、五城目町が町だけで閉

じずにいろんなパートナーと連携する、そういう場所になればなと思いますし、先ほど

からありました朝市活性化支援員に関しても、ぜひその他地域で、その八戸とか様々な

場所で既にいろんな実績をあげられてる方とも連携しながら、新しい朝市の魅力ある商

品開発であったり、ふるさと納税の商品開発もそうですけども、ぜひパートナーを組ん

でいただけたらと思いますので、そこもお願いいたします。 

  では続きまして２番、新しい町長のブレーンはという質問につなげます。 

  先ほどの話と連携する、パートナーシップにもつながりますが、より普段から町長の

考えをサポートする役割というのもすごく重要になってくると思います。もちろん副町

長というのもありますが、改めて町長をこれから支えていくブレーンとしてはどのよう

な人を考えているのか、こちらも教えていただきたく思います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  質問にありましたブレーンという言葉、改めて調べてみました。直訳すれば脳や頭脳

でありますけども、一般的にはアドバイザーや参謀など意思決定を支援する専門家や知

識人ということになるかと思います。 

  どのような人がブレーンなのかということでありますけども、私は、この町に住む皆

様と行政の力を結集してまちづくりに取り組みたいと考えておりますので、ブレーンは

町民の皆様お一人お一人であり、行政側で言えば澤田石副町長はじめとして職員の皆様

全員に私の良きアドバイザーになっていただきたいと考えております。 

  何となく逃げているような答弁に聞こえるかもしれませんが、こういった考えであり
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ますのでよろしくお願いします。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） 逆に言うと、町民みんながブレーンということは、先ほどお話あっ

たホットラインとか様々な懇談会とか懇親会とかいう場所を町長自身がこれからたくさ

ん持たれていくのでないかなということを改めて感じますので、そういう意味では町民

みんながブレーンとなって様々な意見をまとめていくことも町長自ら進めていかれるの

だなと改めて感じます。ぜひそのように進めていただけたらと思います。 

  では次に３番目行きます。公共交通の利用状況はということで、こちら１から５まで

質問していきます。 

  まず（１）２月から本町部内の移動でも「五城目町予約式乗合タクシー」の利用が可

能になりました。現在の利用状況及び各運行エリアごとにおける１人当たりに係る予算

額及び課題と成果は何でしょうか、町の答弁をお願いします。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  運行エリアごとの利用状況についてです。１年間の延べ利用人数でお答えします。 

  馬場目線２，２２９人、富津内線１，４６２人、内川線２，１９８人となっておりま

す。 

  １人当たりの予算額は、馬場目線が２，４８１円かかってます。富津内線は２，７８

２円、内川線２，０４２円という数字が出ております。 

  町の全世帯が自宅前から利用できるようになり、買い物困難者などの利用者の増加に

つながったことが成果であり、課題としては一般のタクシー業との調整、運営コストの

増加、運転手不足があると考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。ちょっと一応確認です。馬場目線が２，９

００人で２，４８１人とか、あ、１人当たり２，４８１円かかったということなんです

けど、これは１人当たりというのは、１回当たりと考えていいのか、年間１人がたくさ

ん使っての意味の１人当たりなのか、どちらの数を今おっしゃれましたでしょうか。 

○議長（石川交三君） 柴田まちづくり課長 

○まちづくり課長（柴田浩之君） 松浦議員にお答えします。 
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  １回当たりの利用料金であります。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。馬場目から本町部に例えば行ったとして大

体２，４００円かかると、１回当たり。富津内でも２，７００円とかという形ですので、

まあタクシー乗っても大体それぐらいかかる値段とは思うんですけども、安くもない値

段ではあると思います。このあたりを具体的にどう見ていくのかということが今後より

精査していく必要があるのかなと思います。 

  次に、その話も踏まえて（２）、（３）に行きますが、こちらパッと見たところ（２）

と（３）同じような質問を間違えて松浦が送ったのでないかと思われるかもしれません

が、この広域デマンド型乗合タクシーは五城目町と八郎潟が共同で予算を出している事

業のため、五城目町内での利用状況と、そして２つの町を合わせた利用状況の１人当た

りの差がどれぐらいあるのかということを確認したいたため書かせていただいているも

のになります。 

  ではまず最初に、２つのほうを合わせた予算額としてどれぐらいになってるのかお聞

きします。 

  （２）です。「五城目町森山地区、大川地区、八郎潟町広域デマンド型乗合タクシー」

の利用状況及び１人当たりに係る、これ１回当たりですね、予算額及び成果と課題はを

教えてください。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  （２）についてでありますけども、１年間の延べ利用人数は４，２５６人でありまし

て、１人当たりの予算額は７６１円となっております。 

  そして森山地区、大川地区の公共交通が確保されていること、利用者の多い八郎潟町

とともに乗合タクシーを運行することでコストが削減できていることが成果であり、一

般のタクシー業との調整、運転手不足が課題であると考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。 

  では（３）に行きます。（３）「五城目町森山地区、大川地区、八郎潟町広域デマン

ド型乗合タクシー」の町内在住者の利用状況及び１人当たりに係る予算額及び課題と成
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果を教えてください。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  町内在住者数の数でありますけども、１年間の延べ利用人数は７８７人でありまして、

１人当たりの予算額は１，０６５円となっております。 

  成果としては、先ほどの２の答弁とほぼ同じでありますけども、森山地区、大川地区

の公共交通が確保されていること、利用者の多い八郎潟町とともに乗合タクシーを運行

することでコスト削減できることであり、一般のタクシー業との調整、運営コストの増

加、運転手不足が課題であると考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。町で使ってるのは７８７人と読みますと、

大体３，４００人ほどは八郎潟町で使われてるということになります。でもその分費用

が安くなっているというふうに、調べてみたらそうなる部分もありますが、このあたり

に関して実際大川地区の住民の方から使いづらいということもいろいろ聞いております。

あとは知らない情報もまだまだあるということもあります。ここも含めて、ちょっとこ

の場ではもう再質問しませんが、ぜひ委員会のほうでもまた議論を深めていただければ

と改めて思います。 

  次行きます。（４）「南秋地域広域マイタウンバス」の町内在住者の利用状況及び１

人当たりに係る予算額及び課題と成果はも教えてください。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  居住地別の利用状況は調査していないことから、町内在住者の状況は把握しておりま

せん。したがって全体の利用状況となりますけども、１年間の延べ利用人数は５万２，

６１０人、１人当たりの予算額は７６５円となっております。 

  町広域乗合タクシーの運行と合わせて町民の皆さんが利用できる公共交通が確保され

ていることが成果であり、運転手不足が課題であると考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） 続きまして（５）に行きます。これら、今、数字結構違っていたの
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も含めて、これらの３つの公共交通の課題に対する施策と今後を見通して考えるべき五

城目町の公共交通のビジョンとは何でしょうか、町の考えを教えてください。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  地域の公共交通を担う交通事業者は、いずれも運転手が不足しています。運転手を確

保し、公共交通を継続していただけるよう、町の負担額や運行内容を随時見直しながら

交通の利便性を向上させるように努めてまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） 運転手が不足しているのは全国的な課題にもなりますし、もう実際

に代行のタクシーとかもかなりつかまりにくくなったということも秋田県内でよく言わ

れたりします。で、私、先週、加賀市にちょっと行ってきたんですけども、加賀市は国

家戦略特区を取って、ウーバーとか白タクなどを民間が進めています。で、加賀市の職

員の方と加賀市の市民の方に聞いたんですけども、新しいその施策をすることで自分た

ちの働く場所がどんどん生まれたということも言っていて、その片手間の副業でウーバー

をやってる人も結構いたりします。五城目町がこの新しいのに取り組むチャンスもまだ

まだあると思いますので、ぜひデジタルを活用したウーバーなどの仕組みをぜひ東北で

初めてでも取り組んでいただけたらいいのかなと思います。ここも含め、公共交通をぜ

ひ考えていただければと思います。 

  続きまして４番の質問に行きます。ごみ、水道の料金はということです。 

  （１）ごみ、水道料金、ごみの処分ですね、ごみの処分費と水道料金はこれまで維持

されてきましたが、今後見直しの検討がされ始めます。具体的な検討スケジュール、金

額規模、それに伴う町民への説明などはどのように計画されているのか。現状分かる範

囲でいいので教えてください。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  ごみ処理手数料につきましては、ごみ袋販売価格に含まれており、２７年前、平成１

０年７月から現在の料金となっております。袋本体価格の高騰やごみ処理広域化に伴う

運搬距離の増加により、町のごみ処理に係る経費がさらに増えることが見込まれること

から、令和１７年を目途として進めている広域化までに、ごみ処理手数料の見直しを検
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討してまいります。 

  金額規模につきましては、広域化される構成市町村と同等程度としたいと考えており

ます。 

  続きまして水道料金の改定についてでありますけども、ご承知のとおり、水道事業会

計の経営状況は平成２９年から令和５年度まで７年連続で純損失を計上しており、令和

５年度決算においては未処理欠損金が約７００万円発生しております。また、令和６年

度においても約６，９００万円の赤字を見込んでおり、未処理欠損金についても約７，

６００万円となる見込みであります。 

  赤字の主な要因といたしまして、人口減少及び節水型の設備機器普及に伴う給水収益

の減少、簡易水道事業との経営統合による施設維持管理費の増加が考えられます。 

  このような危機的な経営状況の中、料金改定は喫緊の検討事項であり、現在、料金改

定に向け作業を進めているところであります。 

  改定の検討内容といたしましては、これは馬川、森山、富津内、内川、大川を含む五

城目地区の水道、それから馬場目地区、杉沢地区で異なっている料金体系の統一、２つ

目としてメーター口径別による基本料金の設定、３つ目、従量制の導入、これらを主な

ものとして黒字化を図るために複数の改定案を試算しているところであり、その試算案

の一つの結果を見てみますと、現行の五城目地区の基本料金、税抜き１，８００円、こ

れを２，９００円、改定率にして約６割の値上げとなっております。一つの試算結果で

あります。 

  令和７年度当初予算において料金改定に係る審議会委員報酬及び旅費、システム改修

費を計上していることから、令和８年４月の新料金適用を目指し、５月に審議会を開催、

６月から８月にかけて各地区での住民説明会を開催し、住民の皆様からご意見をいただ

き、１０月に２回目の審議会を開催して答申を得たいと考えております。答申後は、料

金改定に係る条例改正案を１２月定例会へ上程、可決後の１月から３月を新料金の周知

期間として広報及びホームページなどを活用し、新料金の周知を図ってまいります。 

  ごみ処理手数料及び水道料金については、住民生活に密着した料金であり、昨今の物

価高騰の中において料金の改定を検討・実施することは住民の皆様に更なるご負担をお

かけすることになり、大変心苦しいところではありますが、特に水道事業会計について

は危機的な経営状況であることをご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。 

  以上です。 
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○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） 具体的な数字もありがとうございます。 

  まず一つ再質問させてください。先ほど、ごみ処理運搬の、まあ令和１７年の秋田の

広域化は先日の全員協議会、ここで行われたものでもお話がありましたが、この広域し

たエリアと同じぐらいにしたいとなった場合、まあ平均価格なのか最大価格なのか分か

りませんが、今回広域化した場所、大潟村も含めて場所の中で一番高い、まあごみの袋

の大きさとかもちょっとまちまちかもしれませんが、ある程度、当町の今の４００円で

あれぐらいの値段、ごみの袋だけでその値段が実際賄われているわけではないのは十分

知っているんですけども、大体どれぐらいになるのが妥当なのかっていうことを、この

広域化したエリアの中で考えた場合、大体１袋当たり、今１０袋で４００円ですけども、

あれがどれぐらいになるのかの想定だけ、この場でもし教えていただけたらと思います

が１つ目と、あとは改定率約６割増ということの具体的な数字がありました。ニュース

でも昨今、八潮市で水道管の中に、あ、水道管が倒壊、破損して人命が失われたとか様々

な場所で事故が起きています。五城目町でも、うちの大川地区でもたまたま水道管が老

朽化して水が漏れたりとかっていうケースもありまして、今後、よりその耐用年数を超

えた水道管の破損も含め、費用がかかっていく分、仕方ない部分もあるとは思うものの、

６割増というのは結構町民にとってダメージがでかいのかなと思います。このあたり段

階的な設置というのもあり得るのかないのかも含め、ぜひその答申の中で検討していた

だきたいんですが、結構具体的に１２月定例会にももう出して、来年の４月にはもうこ

の料金改定を進めると具体的にありますからこそ、このあたりの金額に関して順序立て

のものとか試算も含めて今どのように考えているか。この２点、簡単で結構ですので再

質問させてください。 

○議長（石川交三君） 石井住民生活課長 

○住民生活課長（石井一君） ８番松浦議員にお答えいたします。 

  今現在、ごみ袋の一番安いところで潟上市、ごみ袋・大が約３３．３円となっており

ます。一番高いところで秋田市になりますけども、ごみ袋の大で、ちょっと料金設定、

１リットル当たり１円ということなので、ちょっとはっきりとは申し上げられませんけ

ども、約６０円から６５円となっております。井川町につきましては、ごみ袋無料化と

いいますか、販売価格をそのまま売っておりますので無料となっております。 

  あと金額の上げ幅につきましては、この後、広域化が進められていく中で話し合いを
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進めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 猿田建設課長 

○建設課長（猿田弘巳君） 松浦議員にお答えいたします。 

  水道料金の改定の６割増というお話ですが、シミュレーション上の財政計画を見ます

と、例えば令和８年度で料金改定をした場合だとしても、まあ直近で令和１５年にはま

た赤字に転じるといった試算がございますので、まあ３年あるいは５年のスパンでの見

直しも必要かと、今後のその状況を見ながらとなりますが、と考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） 水道料金がどんどん上がっていくのは仕方ないという状況もある中

で、町民にも理解できるような形でぜひ説明を丁寧にしていただき、納得できる上げ幅

にしていくことで、より中・長期的な継続できるごみ、水道の運営に携わっていただけ

たらと思います。 

  では次に行きます。５番です。町外・国外の宿泊者税の設立をということです。 

  （１）コロナ禍が落ち着いてから町外・国外から五城目町内に宿泊する数はどのよう

に変化してきたか。２０２０年からの年間の宿泊人数の推移を教えてください。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  コロナ禍が収束し、秋田港への大型クルーズ船の入港が再開され、国内外から多くの

観光客が見受けられているところであります。 

  ご質問の２０２０年度以降の当町への宿泊人数について、令和６年３月末日現在にお

いて旅館業法の許可を得ている１０軒の町内宿泊業者の方々に聞き取りをしています。

その１０軒合わせての数ですけども、２０２０年、令和２年、これが７３１名、これは

町外、まあ宿泊者全部町外の人と思ってください。７３１名。国外ゼロ。２０２１年度、

町外１，１２０人、国外ゼロ。２０２２年度、１，７８３人、国外２人。それから２０

２３年度、町外２，２１２人、国外４人。そして２０２４年度、町外３，４２４人、国

外８９人となっており、概ねの施設においてコロナ前には至っていないものの増加傾向

にあるとのことでありました。 

  以上です。 
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○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） 令和６年で急に８９名、国外からの人が増えてるっていうことも未

来への展望かなと思います。 

  続いて（２）に行きます。岩手県や宮城県では宿泊税導入が進んでいます。五城目町

でも新たな取り組みとして「法定外目的税」の検討を進める中で、新たな施策やインバ

ウンド、教育留学に必要な予算確保、取り組みを進めることができるのではないかと考

えます。特に、満足度が高い県外からの教育留学のニーズに対して、１泊３００円など

妥当な宿泊税を教育資金としても町として考えていくことはできないか、町の考えを教

えてください。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  宿泊税は、現在、全国で１１の自治体が導入しており、また、令和７年度以降の導入

が決まっている自治体が１４と増加傾向にあります。本町においても観光振興などの財

源確保が必要とされているところでありますけども、まずは宿泊事業者への影響など課

題を把握しながら、先行事例の動向を注視してまいりたいと思いますので、どうかご理

解のほどよろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。まだまだこれからとは思うレベルではある

んですけども、ぜひ検討を進めていただき、「儲かる」というキーワードを町長おっし

ゃられてましたので、ぜひ儲かる自治体になるようにぜひお願いいたします。 

  続きまして６番ですね。こちら午前中に中村司議員も質問されてましたが、人員の採

用状況と役場の雰囲気改善を、ということであります。 

  （１）令和７年度計画が１６名になっております。現状確保できてる人数はいかがで

しょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  令和７年２月末時点におきまして、１２名を新年度からの採用候補者名簿に登載して

おります。 

  なお、３月１９日、社会人経験者を対象とする職員採用試験を実施予定であり、７名
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の申込みを受理しております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。１２月定例会の時６名だったのが１２名ま

で増えてよかったなと、素直に今思っております。 

  続きまして（２）です。町民から指摘がありまして、役場１階に入った後、職員が誰

も挨拶をしないのはなぜか。暗い雰囲気で、さらに役場に行きたくないという声があり

ました。以前から挨拶をしていないのか、それとも仕事が忙しくなってきてしまい、で

きなくなったのか、どちらでしょうか。また、役場１階だけでも来た町民に挨拶するこ

とは今すぐにでも改善できるのではないかということを、町民の方はおっしゃられてま

した。 

  で、今日も朝、私来ましたら、まあ私から挨拶したほうがいいのか、ちょっと分から

ないんですけども、今日はありませんでした。ただ、前の先週木曜日はありました。結

構まちまちなので、もしかすると１階のその構成を４月から場所変えたりとかされるの

も含めて、そうするとちょっとまた変わるのかもしれませんが、入ってきた人が誰なの

か分かりにくいっていうこともあるかもしれませんが、ここも含め町の考えを教えてく

ださい。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  私も松浦議員と全く同じ考えを持つものでありました。２月２５日の就任式の時に、

そして３月３日の朝の庁議、この場で元気のある挨拶や庁内の雰囲気改善に向けた要望

を伝えております。さらに、全職員に対して、３月４日付けで挨拶励行などの指示を出

したところであります。 

  先週あたりから何人かの声が私のところに届いてるんですけども、何課の男性、あと

は何課の方が応対してくれた事例を話されまして、ものすごく気持ちがいい応対だった

よっていうことでお褒めの言葉が届いており、あ、これはすごくうれしいことだなと思っ

ておりますので、これはどんどんこの後進んでいくようにみんなで力を合わせていけれ

ばというふうに思っております。今後指摘を受けることのないよう努めてまいりますの

で、どうかよろしくお願いします。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 
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○８番（松浦真君） ありがとうございます。私も挨拶、私がしたほうがいいのかもしれ

ませんが、ぜひ挨拶が飛び交うような職場のいい１階の雰囲気をまずはつくって、それ

がどんどん広がっていくことを大事にしたいなと思います。 

  続きまして７番の質問に行きます。子ども議会で子どもが使える予算を、ということ

になります。 

  （１）教育長の昨日の施政説明の中で、子ども議会を令和７年度も実施するという話

がございました。昨年の子ども議会での事業の中では、小・中学生から、朝市を盛り上

げるシャッターアートやクマ対策に向けたドローンの活用など様々な前向きな意見やア

イデアが出ておりました。子どもの権利条約の批准はもちろん、町のふるさと教育を考

えていく上でも、山形県遊佐町のように年４５万円を子どもたちが扱い、様々な取り組

みに自分たちで活かせる予算を作成するなど、そういう措置が必要だと考えます。また、

京都府の宇治市では、本年１月に中学生、中学３年生の子が請願を行い、学校のルール

を見直す提案を自ら行いました。主体的に地域の変革を生み出す力と権利は、小・中学

生にも必ずあります。また、実施に向けては、横浜で市民まち普請という事業があるん

ですが、その事業には、アイデアに寄り添う民間のコーディネーターのような人もいま

す。子どもたちが一人でやって大人の手を借りれないというわけではなく、町にはたく

さんのまたパートナー、ブレーンのような方がいますので、その方たちの力を使いなが

らコーディネートもぜひしていくようなことが必要でないかと考えます。 

  子どもを産み育てやすい環境づくりについては、先進地の例を参考にすると町長も施

政説明の中でおっしゃられていましたので、町の考えを改めてお聞きしたいと思います。 

○議長（石川交三君） 畑澤教育長 

○教育長（畑澤政信君） ８番松浦議員のご質問にお答えいたします。 

  昨年１０月に実施した子ども議会では、空き家の利活用や朝市の活性化、遊具の設置、

災害への備えなど様々な地域の課題について、子どもらしい柔軟な発想で活発なご提言、

ご意見をいただいたところであります。 

  来年度も子ども議会を開催することとしておりますが、提言することによって地域は

自分たちの行動で変えることができるというそういったところを実感できるようにさせ

たいというふうに考えているところであります。また、子ども議会や地域活動を通して

子どもたちの社会参加を促すとともに、主体的に地域貢献しようという意識を高めてま

いります。この後、先進地事例等を参考に、本町の小・中学生が主体的に地域貢献活動
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ができるよう、学校、地域、関係団体と連携し、町の活性化につながる取り組みを支援

してまいります。 

  今後、教育委員会としては、子ども議会だけでなく様々な機会を捉えて、こども基本

法の基本理念の一つである「自己に直接関係する全ての事項」に関して意見を表明する

機会、「多様な社会的活動に参画する機会」が確保されること、また、基本的施策であ

る「施策に対する子ども等の意見の反映」の実現に向けて取り組んでまいります。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。小・中学生が意見表明をしたりとか基本的

施策の反映の実現に向けて取り組むということは、ブラック校則とか中学校の校則、五

城目町も白い靴下が望ましい、白い下着が望ましいまで言っているそうですが、そこも

含め、もう今の時代、ハラスメント条例も議会でも作りますけども、ぜひ中学校の校則

に関しても改めて見直しを必要とするタイミングが来てるのかもしれません。ぜひそこ

も含め考えていただきたいですし、先ほどありました子どもたちの防災のアイデアなど

も含め、子どもたちが学校の中で取り組むことももちろんできますが、ただその時にデ

ジタルテクノロジーを活用して、今、ＧＩＧＡスクールのＩＣＴも活用してますから、

様々なパートナー、たまたま私、昨日知り合った方が仙台で、とうほくプロコンという

専門学校と連携して取り組んでいるプログラミングの探究型授業をされていました。そ

ういう方とも連携することによって、この課題解決により力を発揮することもできます

し、手前味噌でありますが、今、ハイラボという場所を五城目町の朝市通りに運営して

おりますので、そこで例えば子どもたちがいろんなアイデアを形にして、レーザーカッ

ターとか３Ｄプリンターとかで作品を作るということもできます。ぜひ地域にある様々

な資源を活用した提案が子どもたちから生まれるように連携していただければと思いま

すので、お願いいたします。 

  では続きまして８番に行きます。災害に強い町にするために、ということであります。 

  （１）施政説明に災害に強い町にすると町長から話がありましたが、県が管理者となっ

ている大川の堤防工事の着手タイミングはいつなのか。大川町内会の会長からは、今年

度内に行うと県の担当者の方と巡回した時に、観覧した時に聞いているが、いつなのか

ということを聞いています。あと、こういう河川の工事は冬に行うべきだということも

聞いたそうなんですが、冬もう終わるんじゃないかということで、とても心配されてい



 

- 76 - 

ました。 

  そして竜馬橋の土砂撤去、竜馬橋も結構下に土砂がたまっていまして、西野橋とかも

重要なんですが、大川の人は竜馬橋がどうしてもここが重要じゃないかということで土

砂撤去のスケジュールを、これも県管轄ですが要望をぜひしたいということもお話あり

ました。 

  また、大川エリアの竜馬橋の下のたもとの船着き場のあたりですけども、そのあたり

の水門の管理が、フラップゲートが、そもそもフラップゲートなんだけども、もう全然

動いてないという場所も多く、このあたりの整備もいつからどのように進むのかと、毎

年そこから水が漏れてきたりとかするということを町民の方も心配されていました。あ

とは、これも様々な意見ありますが、上流からの今、土砂撤去をしていますが、下流か

らの土砂撤去も含めて重要じゃないかという声もたくさん聞かれましたので、改めて県

管轄が多いこの河川の、特に大川部分に対する町と県の対応について改めて教えていた

だきたいと思います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  質問の内容につきまして秋田地域振興局員建設部に問い合わせてみました。次のよう

な回答をいただいております。 

  はじめに、大川の堤防工事の着手タイミングについてでありますが、災害復旧工事に

着手するにあたり、現場がＪＲの鉄道橋に隣接していることから、現在、県ではＪＲ東

日本と協議中であり、令和７年度中の発注を予定しているとのことでありました。 

  次に、竜馬橋の土砂撤去スケジュールについてでありますが、県は来年度の予定とし

まして、これはあれです、来年度の予定としまして、五城目橋上流左右岸、それから馬

城橋上流右岸側の土砂撤去、そして西野橋下流両岸の雑木の伐木、これを予定しており、

竜馬橋周辺の土砂撤去に関しては現在は計画にはない、県の方針ですよ、ございません

が、今後も維持工事については継続して実施してまいりますとのことでありました。今

後町といたしましても、継続して県に下流部についても土砂撤去などについて強く要望

してまいります。 

  次に、大川エリアの水門の管理についてでありますが、秋田県が管理を行っており、

毎年度当初の春先に施設維持管理を発注し、必要に応じて補修を行っております。秋田

県全体の長寿命化計画を策定するため、点検を実施していると伺っております。五城目



 

- 77 - 

高校付近から下流にある操作を必要とする水門４か所について、２月１７日、秋田県と

関係する土地改良区とそれぞれに管理協定について協議を行っており、年度末まで締結

する予定となっております。秋田県では令和７年度以降、修繕方法などを改良区と協議

しながら対応していくとのことであります。残りの水門・樋門につきましては、同じく

秋田県で令和７年度より維持・修繕により順次対応する予定と伺っております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。堤防工事のほうは令和７年にはちょっとず

れ込んでいるということと、竜馬橋は令和７年は範囲外だけども維持工事はしていくと

いうこと、町としても要望していただけるということでした。 

  この２月１７日に、この水門の管理協定を結び、年度末までに締結するというのは、

五城目の水門・樋門の土地改良区が持っているものについて年度末に締結するというこ

となのでしょうか。合ってますか。 

○議長（石川交三君） 大石農林振興課長 

○農林振興課長（大石芳勝君） 松浦議員にお答えいたします。 

  ２月１７日に協議を行っておりますけども、その協議にかかる水門なんですけども、

先ほどの町長の答弁にありました操作を要する４か所の水門ということであります。協

定に関係するもの。具体的な場所は、五城目高校前の水門と、あと下樋口付近の水門、

あと大川の菅原神社付近にある水門、もう一つは湖東農免農道にかかっている赤い橋が

あるんですけど、そのすぐ下流側にある水門の４か所がその２月１７日に協議した協定

の箇所となっておりまして、そのほかについては先ほど町長が申しましたとおり、県の

ほうの維持管理の中で必要に応じて修繕必要となれば対応していくということのようで

ありました。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。改めて確認です。今、操作を必要とする大

川の下樋口の水門とかに関しては、いろんな意見が町内会の方からも出ていたんですけ

ども、この操作を実際にするのはどなたになって、そのお話の連携自体は各町内会、例

えば消防団とかが受け入れている状況なんでしょうか。そこについてはいかがでしょう

か。 
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○議長（石川交三君） 大石農林振興課長 

○農林振興課長（大石芳勝君） 松浦議員にお答えいたします。 

  先ほどお答えしました４か所の水門の操作についてですけども、この協定、管理協定、

秋田県と五城目町でまず協定を結びまして、あと五城目町と土地改良区さんのほうとも

この樋門に関する運用に関する協定を結びまして、その操作に関しては土地改良区さん

のほうで操作規則、規定なるか分からないですけど、それを作成して、土地改良区さん

のほうで、これまだ決まってないですけど、消防団の方とか地元町内会になるか分から

ないですけど、これまだそこまで確定してないですけど、そのような流れで進んでいく

と思われます。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員 

○８番（松浦真君） ありがとうございます。土地改良区の中での意見、まずは県と町で

締結をした後に、町とその土地改良区で結ぶということでの流れは分かりました。その

上で、この消防団の方がどのタイミングでその操作をするのかも含めて、また委員会の

ほうでも詳しく議論をしていただければと思います。 

  では最後に行きます。ちょっと２つ質問あるので、まとめて質問させてください。回

答も２つまとめてでお願いいたします。 

  最後です。９番、ゼロ予算で実施できる事業はないのかという質問になります。 

  （１）今回の施政説明でも様々な予算が挙げられていますが、予算がなくても職員の

方が工夫して町の未来のためにできる事業もあり得ます。これは残業代なしで働いてと

いうことでなくて、より工夫をして働いて、その中でゼロ予算だとしても様々な事業を

生み出せるということを話しているだけです。職員の方の無償の働きをたくさんしてく

ださいということでは全くありません。例えば飛騨市では、令和６年度にゼロ予算で「地

域フォレスターの育成」として森林の整備・保全と林業の成長産業化に向けた取り組み

を牽引する技術者（地域フォレスター）を育成し、市内の林政における専門的・技術的

業務を担う人材の確保につなげることを実施すると記載がありました。これはゼロ予算

で行っています。当町でもこのようなゼロ予算の施策に関する説明を各委員会での説明

に入れてもらいたい。また、町長が今年度取り組んでいきたいゼロ予算でできる前向き

な事業は何かということを教えてください。 

  この地域フォレストに関しては、荒川町長も以前、地域フォレスターの方ともお会い
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していて、その方も積極的に五城目町に何かしたいということもありました。これ自体

の動きはゼロ予算でできていますので、ここも含め改めて動きを教えてください。 

  続きまして（２）です。上記に挙げた飛騨市では、当初予算のポイントとして分かり

やすいイラスト付きな説明ＰＤＦを市民に公表しています。これは、当初予算が実際決

まった後でも結構ですので、そのような分かりやすい資料があることによって、今年度

の町の新年度予算の中で一番目玉は何なのかということが五城目町でも、私たちも議会

だよりで書いてますが、ぜひ町としても明らかにして町民に分かりやすく伝えてほしい

なと思います。その意味で、その中ではゼロ予算で実施する事業についても分かりやす

く記載することができます。当町の現状の予算書、細目に分かれたものに関してはゼロ

予算というものは項目としてありません。ですので、ゼロ予算の事業は現状の細目につ

いては記載できないからこそ、ゼロ予算がもし、ゼロ予算でも工夫できた町の職員の方

の新しい新規事業については、そういう分かりやすい予算説明をできる資料が必要だと

考えます。 

  １番、２番含めて町の考えを教えてください。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） ２つまとめてお答えいたします。 

  私の公約にある５本の柱と４５の施策においても、ゼロ予算で取り組める事業がある

と考えております。１つ目の柱「根底から強い町へ」では、地域ブランディングの推進、

これが該当します。２つ目の柱「町に住む方々が主役の町へ」、このところからは町内

会長とのホットライン確立と定期的な座談会の実施が当てはまります。３つ目の柱「圧

倒的に子育てを応援する町に」からは、湖東の砦である五城目高校の存続を図ること。

で、４つ目の柱「活性化で儲かる農林業へ」からは、五城目産の木材、木製品の利用促

進を図る仕組みづくりが当てはまります。これら５事業については、現状まさにゼロ予

算ではありますが、何としても前に進めたいと考えております。 

  また、このたびの当初予算につきまして、時間的な制約もあったことから予算の細部

まで私の考えを反映させることはできませんでしたが、現在改めて各事業の確認作業を

しているところであり、こうした過程でゼロ予算、構想段階の事業など見えてくるので

はないかと期待しているところであります。 

  ２つ目の答えです。松浦議員におかれましては、以前よりインフォグラフィックスの

ご提案や町民目線に立った予算などの説明をご指摘いただいており、担当者からは、何
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らかの対応が必要と思いながらも今に至っているとのことでありました。人的リソース

などから予算編成段階における説明を含む資料の公表は至難となりますが、住民サービ

ス向上のため、まずはできる範囲で始めるよう指示をしたところであります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 松浦議員、質問時間を経過しておりますけれども、特にあります

れば許可いたします。 

○８番（松浦真君） では質問をこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（石川交三君） ８番松浦真議員の一般質問は終了いたしました。 

  ここで暫時休憩いたしますが、２時４０分まで休憩いたします。 

             午後 ２時２６分 休憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

             午後 ２時４７分 再開 

○議長（石川交三君） 会議を再開いたします。 

  一般質問を続行いたします。 

  ９番工藤政彦議員の発言を許します。９番工藤政彦議員 

○９番（工藤政彦君） 質問に入る前に、岩手県大船渡市の山林火災においては心からお

見舞いを申し上げます。この山林火災で山火事が危険なものだということを改めて認識

いたしました。五城目町消防本部から緊急消防援助隊６名編成で、署員が大船渡市の山

林火災鎮圧にあたっていただきました。自治体同士の助け合いは大切です。悪条件の中、

危険な業務にあたられた消防署員の皆様には心から感謝を申し上げます。大変お疲れ様

でした。 

  それでは、通告に従いまして質問に入らせていただきます。 

  質問項目１番、県道４号線の舗装改修について。 

  （１）番、県道４号主要地方道能代五城目線（内川地域）の舗装の破損箇所の傷みが

さらに進み、危険な状態となっています。陥没している箇所を避けるために対向車線に

入らなければならない状況であります。交通事故を招く恐れがあると感じます。当然、

事故が起きたら大変です。道路管理者が責任を取る事態にならないうちに早急な対応が

必要と考えます。 

  この要望・提言については、今回で５回目の一般質問となり、５年目になります。当

時の町からの回答では、県道期成同盟会のみならず、破損状況を県に報告し、要望活動
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を継続し、早急に県道４号線の舗装補修を実施するよう要望するとの回答でしたが、一

向に進んでいません。町当局はどのように考えているのかお聞かせ願いたいです。よろ

しくお願いします。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。荒川町長 

○町長（荒川滋君） ９番工藤政彦議員にお答えいたします。 

  県道４号線主要地方道能代五城目線の舗装の状況につきましては、町としても十分に

把握しており、議員の次の質問にも出てくる昨年１１月２８日に開催された五城目町・

八郎潟町県道整備促進期成同盟会でも、黒土地区から浅見内地区までの舗装改修につい

て県に対し要望しております。また、舗装の傷みが著しい箇所につきましても、都度、

担当部署に対し補修を依頼しております。今後につきましても、補修の優先順位が少し

でも上がるよう、県に対し粘り強く働きかけを続けてまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 工藤議員 

○９番（工藤政彦君） 粘り強くという言葉をいただきまして、何とかよろしくお願いし

たいというふうに思います。 

  明日行われる議案上程に損害賠償の議案が３件上程されると思いますが、そのうちの

２件は、数日の間に同じ地内での道路舗装の整備不良による走行中の車両の損害賠償で

す。対応が遅れてしまうということなどから連続した事故を招くと私は感じております。 

  今回の私の質問には県道４号線によるものでありますが、町道においても同じく対応

願うものであります。 

  再質問になりますけれども、また、今冬の寒波による凍上現象で道路舗装のひび割れ

が路盤まで及ぶなどにより道路に被害が発生する災害、凍上災が該当になるのではない

かと考えます。災害査定の申請を検討してみてはどうでしょうか。 

○議長（石川交三君） 猿田建設課長 

○建設課長（猿田弘巳君） ９番工藤議員にお答えいたします。 

  凍上災害につきましては、まだ該当する旨の通知は入っておりません。先般、地域振

興局建設部の職員とも同様のお話をさせていただきましたが、昨今、凍上災害につきま

してはかなりのハードルが高くなっているとの情報も得ております。しかしながら、破

損の著しい路線につきましては積極的に該当した場合は申請してまいりたいと思ってお

ります。 
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  以上です。 

○議長（石川交三君） 工藤議員 

○９番（工藤政彦君） いずれそういう凍上災というのもありますので、該当になること

を祈りながら根強く粘り強く頑張っていただきたいというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  次に（２）番、昨年１１月２８日に五城目町において県道期成同盟会が開催されまし

た。町長も言われてましたけれども。県からの報告では、県道４号主要地方道能代五城

目線の事業主体が県単独事業となっており、「主要地方道は広域交通を担うという位置

付けから、２つ以上の自治体を経由するもので主要地方道に指定された都道府県道・指

定市道は、高速自動車国道や一般国道と一体となって日本の広域交通を担う幹線道路と

して位置付けられており、整備や維持管理に要する費用の５０％までを国が補助するこ

とができる。」となっております。なぜ県民の税金を使う県単独事業で行うのか疑問に

思い、その県道期成同盟会時に質問し、後日回答をいただくことになっておりましたが、

現状どうなっているのかお聞かせください。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  質問の件につきまして秋田地域振興局建設部に問い合わせしたところ、次のような回

答をいただいております。 

  主要地方道といっても全ての道路事業が国の補助を受けられるものではなく、事業の

規模が大きいものや必要性・緊急性の高いものについて費用対効果なども勘案した上で

事業化し、県道の整備計画や道路整備プログラムを踏まえ、必要な事業について国の補

助を活用し道路整備を実施しております。そして、その先ほどから出ておりますけども、

昨年１１月の県道期成同盟会でご質問のありました能代五城目線の道路改築事業につき

ましては、先ほどご説明した事業には該当しませんが、地域の状況や地元要望などを踏

まえ、県単独費で対応している状況であるとの回答を得ております。 

  町の対応といたしましては、先ほどの答弁の繰り返しとなりますが、優先順位が少し

でも上がり早期に完成するよう、県に対して粘り強く働きかけてまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 工藤議員 

○９番（工藤政彦君） 初めて聞いてちょっとびっくりしましたけれども、全てが対象で
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ないというようなことは、もしかすればあれなのかもしれないというふうにして聞きま

した。ただ、主要地方道能代五城目線は延長が長いし、国の補助でやるべきものだとい

うふうに私なりに思うんだけれども、当然道路造る時もその形で道路改良進めたと思い

ます。たぶん、これはっきりしてないんだけども、たぶん今話を聞く限りではそのよう

な話でしたけれども、たぶん私思うに、解釈するには、その舗装工事の傷んでるところ

の箇所の舗装だけやったりとかする工事であることは、確かに県単でやるものでもある

かと思います。時間的にやっぱり急いでやらなきゃいけないので。ただ、私前々から言っ

てるのは、大手から浅見内区間まで来る内川地区のこの間を道路改良していただきたい

というふうなことを一般質問してるわけですけれども、その何ていうかな、違いのとこ

ろでもしかすれば出てるのかなとも思いますので、申し訳ないんですけども、もう一回

聞いてもらえればというふうに思いますので、後日、担当で回答いただければというふ

うに思いますので、よろしくお願いいたします。 

  私思うにやっぱり町民とか県民の負担を少なくするためにも、やっぱりそういうよう

な補助があったりとか凍上災の話もそうなんですけども、そういうようなものをやっぱ

り負担を少なくするためにそういうのを使ってやれればいいのかなというふうに、まあ

優先順位というような話もされてましたけれども、そういうような形で一生懸命粘り強

く、荒川町長大変ですけども頑張っていただきたいというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  続きまして質問項目の２番です。除雪作業後の構造物等の破損対応についてでありま

す。 

  今冬は大雪で、除雪作業の回数が例年よりも多かったと思います。除雪業者の方々に

は夜遅くの作業でご難儀をおかけしました。また、町民の皆様には間口の雪寄せなどで

大変であったと察します。 

  そこでですが、例えばガードレールや個人のブロック塀などの構造物が業者の除雪作

業によって破損してしまった場合、対応はどのようにされているのかお聞きしたいです。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  道路除雪による構造物の破損があった場合の対応ですが、建物などの所有者と除雪業

者、町の三者で状況を確認し、今後の除雪作業における注意点などを協議し、緊急度の

高いものについては早急に修繕しておりますが、そうでないものにつきましては雪解け
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後に除雪業者が修繕しております。 

  修繕費用につきましては、それぞれの業者が保険を使用するか否かの判断をしており

ます。 

  また、舗装の剥離や縁石のずれなど小規模な修繕に関しては、町作業員により補修す

る場合もございます。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 工藤議員 

○９番（工藤政彦君） ありがとうございました。再質問になりますけれども、通告にあ

りませんでしたが、答えられる範囲で結構です。 

  損害のあった構造物並びに件数をお知らせ願いたいと思います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  ２月２７日現在の状況でありますけども、ブロック塀９か所、電話線切断１か所、そ

れから舗装剥離４か所、堆雪場の土のえぐれ１か所、このような状況になっております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 工藤議員 

○９番（工藤政彦君） ありがとうございます。分かりました。あまり件数ないのかなと

いうふうに思いました。それはまだいいことだというふうに思いますので、本当に丁寧

な除雪をしていただきたいなというふうに業者さんにはお願いしたいところです。 

  さらに質問というよりも提案みたいなものになりますけども、被害に遭った場合、除

雪業者の保険により対応するということになるかと思いますけれども、そのことを知ら

ない町民も多くいるのじゃないかというふうに感じます。で、もちろん町広報紙での周

知はもちろんのこと、防災無線等で流すなど周知徹底すべきと感じますけども、いかが

でしょうか。 

○議長（石川交三君） 猿田建設課長 

○建設課長（猿田弘巳君） 工藤議員にお答えいたします。 

  周知方法、町のホームページ、あるいは町広報を活用させていただきます。で、基本

的には除雪業者が事故報告するというのが通常でありますが、夜間の作業で気づかない

場合は、その被害者の方から役場のほうに通報ある場合もございますので、ご理解願い

ます。 
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  以上です。 

○議長（石川交三君） 工藤議員 

○９番（工藤政彦君） 分かりました。事故あれば当然、そのばれたりすれば、町民の塀

壊れれば、自分の塀壊れれば当然申し込むのは当たり前だというふうに思いますけれど

も、はたしてどこにやったらいいのかなというふうな感じの人もいるかと思うので、あ

と何も知らないままに年越してしまってそのままなってあったとかというような形にな

ろうかというふうに思いますので、なるべくであればこう、もちろん新聞等々、チラシ

等でお知らせはしてるようですけれども、防災無線等で流すのも一つの案なのかなとい

うふうに思いますので、考えてみていただければというふうに思います。 

  続いて質問項目３番目です。ふるさと納税について。 

  （１）番、２月２５日の魁新聞のトップ面に、２０２４年度の県内自治体へのふるさ

と納税の寄附額が１２月末時点で過去最高だった一方、五城目町は減少率が最も大きく、

７３．５％だったと報道がありました。記事によると、大雨被害で多くの寄附が集まっ

た反動によるものだとされていますが、寄附額が県内最下位でありました。この状況を

どう打開しようとしているのか、当局の考えを伺いたいです。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  工藤議員の質問にありましたとおり、私が就任した２月２５日の朝の新聞でありまし

た。意気揚々と役場に向かおうと思ったんですけども、その記事を見て、うーん、まず

まだまだこれから伸び代は十分あるということを確認してやってまいりました。 

  ふるさと納税は町の重要な収入でありますので、私が掲げる５本の柱と４５本の施策

にお示ししたとおり、町の宝を生かすブランディングを進め、五城目町を応援してくだ

さる方を増やし、より効果的なふるさと納税にブラッシュアップさせることで寄附額を

増加させたいと考えています。私もこれまで以上にふるさと納税の宣伝に努めてまいり

ますので、皆様方からも更なるご協力をお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 工藤議員 

○９番（工藤政彦君） 頑張ってもらいたいというふうに思います。 

  続いて（２）番の質問ですけれども、質問に入る前に議長におはからいしたいと思い

ます。質問の文言が少し変わります。質問の趣旨は変わらないので、質問を進めてよろ
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しいでしょうか伺います。 

○議長（石川交三君） はい、通告の範囲内であれば許可をいたします。 

○９番（工藤政彦君） はい、始めさせていただきたいと思います。 

  （２）番の質問です。五城目町の返礼品は地場産のものを重視しているようですが、

総務省がまとめた地場産品の基準案では、原材料の主要な部分が生産されているもので

あることや、製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行い、相応の付加価値が生じ

ているものであることとありました。返礼品の人気で競い合って寄附を集めようとする

状況は、応援したい自治体へ寄附するというふるさと納税の趣旨から逸脱しているとの

指摘もありますが、寄附金最下位ということは町に魅力がないとも取られかねないと思

います。返礼品を柔軟性を持ったものにする考えもあってもよいのではないかと思いま

すが、いかがでしょうか、当局の考えをお聞きしたいです。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  ご提言ありがとうございます。私も先ほど申したとおり、私の掲げた公約の中にはふ

るさと納税の進化ということをうたっておりますので、工藤議員の意見も参考にしなが

ら、より効果的なふるさと納税に改善していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 工藤議員 

○９番（工藤政彦君） 簡単にはいかないと思いますが、返礼品の新しい商品化にも努力

をしていただき、ぜひとも県内最下位から脱出を図っていただきたいと思います。また、

更なる五城目町の魅力発信のためにも頑張っていただきたいと思います。 

  最後に、昭和３０年３月３１日に五城目町、馬場目村、富津内村、内川村、大川村の

５つの町村が合併し誕生して以来、初めての新人２人による一騎討ちの選挙戦に勝利し、

荒川町長が誕生しました。おめでとうございます。課題山積の本町の舵取りは大変だと

思いますが、住みよいまちづくり、よりよいまちづくりのために、みんなで一緒になっ

て知恵を絞り合い、協力し合って前進してまいりたいと思いますし、前進していきまし

ょう。よろしくお願いします。 

  これをもちまして私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（石川交三君） ９番工藤政彦議員の一般質問は終了いたしました。 

  次に、１０番椎名志保議員の発言を許します。１０番椎名志保議員 
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○１０番（椎名志保君） １０番椎名志保です。よろしくお願いいたします。 

  一つお願いがございます。実は花粉症でして、お聞き苦しい点がおありかと思うとい

うことと、途中で鼻をかませていただく場面もあるかと思いますが、どうかご理解願い

ます。 

  先ほど黙祷をしておりまして、一つ思い出したことがございました。東日本大震災の

あった１４年前、町からの支援米配布活動の最後の年のことを思い出しました。１４年

前、東日本大震災が発災した折、千代田区長から渡邉町長へホットラインが入り、五城

目は大丈夫か、支援が必要ではないかとの言葉があったそうです。その時、渡邉町長は、

町の高齢者を救っていただいた大槌町を頼むと、その一言から、その後、千代田区から

大槌町へ多くの物的・人的支援が入り、最後の年に平野町長とお会いした折には、その

旨が大変ありがたかったとのお言葉をいただいておりました。また、都市の千代田、山

の五城目、海の大槌、この３自治体で交流ができないかとのご提案もございましたこと

をこの場でお話をさせていただいたこともありました。当時は大槌町から海産物を朝市

で販売されたということもございました。そういった交流がまた再開できないかと黙祷

していて思ったところでありました。 

  では、まず町長、ご就任おめでとうございます。町長とはこれまで２期と９か月、合

わせて９年近く同期議員として議会活動を共にさせていただきました。向こう側の人に

なられたことに正直複雑な思いで、先ほど来、お姿を拝見しております。どうか今後は

町民のご期待に沿ってくださるよう、持ち前のフットワークの軽さで町政を前へ前へと

進めていただきたいものと願っております。 

  町長は、町長選出馬にあたり５本の柱と４５の施策を掲げられておいでです。このた

びはそのことにも触れ、町のお考えを伺います。 

  １つ目です。民間の力を町政へということで質問いたします。 

  町長は、この選挙戦、「人と企業に選ばれる町に」と訴えておいででした。主に移住

の促進と企業誘致をうたったことと受け止めておりますが、５本の柱と４５の施策の中

には、特に移住の促進、また、そういった民間の力の活用には触れられてはおりません

でした。初代地域おこし協力隊３名の着任から１１年、その活動から町に多くの交流人

口をもたらし、多くの移住につながりました。松浦議員もそのお一人です。ＢＡＢＡＭ

Ｅ ＢＡＳＥを活動拠点にたくさんの変化を町にもたらし、触発された地元住民が行動

を起こすことにもつながり、そのことは多くのメディアで取り上げられました。周辺を



 

- 88 - 

見ても、こんな町がほかにあるでしょうか。既に我が五城目町は人に選ばれる町になっ

ていると言っていいのではないでしょうか。移住してくださった方々やそのつながりで

町を訪れている方々の中には、各専門分野でご活躍されている方が多くいらっしゃいま

す。そういった民間の知見・知恵や力、そして人とのつながりを今後のまちづくりに生

かしていくことは不可欠ではないでしょうか。それが当町の強みでもあるはずです。民

間力の町政への活用を町長はどう考えますか、伺います。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。荒川町長 

○町長（荒川滋君） １１番椎名議員にお答えいたします。 

  椎名議員のおっしゃるとおり、人と企業に選んでいただける町になるという私の使命

には、移住促進や企業誘致などの取り組みが含まれております。また、先ほど松浦議員

にもお答えしたとおり、ＰＰＰやＰＦＩなど民間パワーを取り入れることは重要だと考

えております。町民の皆様お一人お一人の存在意義と生きがいを向上させること、地域

の魅力やブランド力を向上させるため、民間の力と行政の力を結集してまちづくりに取

り組んでいきたいと思います。その中にはもちろん、この１１年の間に五城目にいらし

てくれた方々とのつながりを大事にしながら進めていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 椎名議員 

○１０番（椎名志保君） 移住者の方たちだけではなくて、町にはまだまだ人材が埋もれ

ております。そういう方たちを掘り起こし、町政へ生かすこともまた町政を進めること

になるのではないかと考えます。松浦議員も、温かく迎え入れてくれたこの町に対して

恩返しのために議員になられたと前にお話しされておりました。町の力になりたい方は

たくさんいらっしゃいます。町政に大いに貢献していただきたいものと願っております。 

  （２）番です。町の組織に目を向けますと、現在、職員数は定数に満たっておらず、

早期に退職される方々もおります。また、新卒・社会人枠での職員採用においても十分

な応募はなく、まさに人材不足は明白です。職員の負担軽減や専門分野の知見を取り入

れることを目的に、これまで例えば防災に通じた方の専門監としての採用などを提言し

てきました。現在はデジタル専門監が１名採用され、役場の業務の精査等にあたってい

ただいております。その効果は現在のところどういったものでしょうか。また、職員不

足を補うためにも、先ほど申し上げました町在住の専門知識を持った方々の知見や人と
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のつながりを町政に生かしていただくためにも、専門監などといった形で外部人材を大

いに活用すべきと提言させていただくものであります。町長のお考えをお聞かせくださ

い。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  令和７年２月末現在におきまして、令和７年度当初の職員数は令和６年度当初と同様

の１３１名の予定であり、職員適正化計画の１３７名を６名下回っております。令和６

年度では、ＤＸ推進のためデジタル専門監１名を登用しており、令和７年度には、庁舎

内のＤＸ化推進のためデジタル専門監を３名登用する予定であります。また、町の防災

対策を強化するため、退職自衛官の人材活用制度を利用し、防災監として１名採用して

おります。 

  松浦議員にお答えしたとおり、今後様々な事業を展開するにあたり専門的な人材が必

要な場合は、外部人材などの登用を検討してまいります。 

  そして、その専門監などを採用・配置したことの効果はどんなものかということがご

ざいましたが、今、担当課のほうからご説明していただきますのでよろしくお願いしま

す。 

○議長（石川交三君） 柴田まちづくり課長 

○まちづくり課長（柴田浩之君） 椎名議員にお答えいたします。 

  デジタル専門監の成果でありますけれども、まず庁内のネットワーク、それからデジ

タル資産、それからシステム等について調査をしていただいたところでございます。こ

ちらのほう、どうすれば効率的に配置できるかというご提言を都度いただいてはおりま

すけれども、この２１日にご報告をいただくこととなっておりますので、報告結果を踏

まえて、またご連絡させていただきたいと思います。 

○議長（石川交三君） 椎名議員 

○１０番（椎名志保君） 防災監が１名採用されるということで、防災に関する知見を用

いながらまた進むかと思われます。また、デジタル専門監３名の配置も大いにご活躍い

ただき、業務の効率化や職員の負担軽減、そして何より住民サービスが向上するようご

尽力いただきたいと願っております。また、そういったデジタル専門監の配置により、

職員もデジタル化に強く対応していかなければならない。そこがなければ庁舎内の改革

はないと思っております。職員の人材育成ということも合わせて進めていただければと
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思います。 

  では大きな２つ目です。立地適正化計画の狙いはということを取り上げます。 

  このことについては、町が立地適正化計画策定に向かうとのことで、昨年１０月に国

土交通省東北地方整備局都市・住宅整備課主催の研修会が催され、参加させていただい

たところでありました。多くの職員の方々の姿もございましたので、いい機会だったな

と感じておりました。１２月定例会の一般質問で工藤政彦議員が取り上げておられたよ

うに、立地適正化計画が策定されることで、いよいよ当町も都市機能のコンパクト化、

コンパクトシティを目指す時が来たと感じたことは否めません。また、そのすぐ後に全

国市町村国際文化研修所ＪＡＩＭで防災の研修を受講し、昨今の極端な気象現象の増加

で、これからのまちづくりは防災から始める、防災がまちづくりの目的や目標になるこ

とで地域がつながる、行政と対話しながら住民主体の防災に取り組む、これこそがまち

づくりであると学んだところでもありました。 

  もちろん都市のコンパクト化は、災害リスクを踏まえた居住等の誘導や防災対策の実

施による居住地の安全性の強化といった目的もあり、水害リスクを考慮したまちづくり

と立地適正化計画という国土交通省が行った研修会のテーマが腑に落ちたところでもあ

りました。町が今後行おうとしている水害対策には、立地適正化計画が策定されている

と補助金の該当になる事業や計画がないとできない施策も資料で確認できました。改め

て町が立地適正化計画を策定する目的、狙いはどういったものであるのか、計画を用い

てどういったまちづくりを行っていくのかを伺います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  立地適正化計画とは、医療、福祉施設、商業施設や住居など都市機能を集約し、持続

可能な都市構造の形成を目指すものでありますが、防災対策とも密接に関連しておりま

す。一般的には、人口減少、高齢化が進む中で、災害リスクの高いエリアからの移住誘

導や安全な地域への都市機能の集約が重要な施策だと言われております。 

  策定にあたりましては、居住機能や都市機能の区域誘導によるコンパクト化と、これ

ら施設に居住誘導区域内外の住民が容易にアクセスできるなどの交通網の充実を図るコ

ンパクト・プラス・ネットワークの考え方を基本とし、さらに浸水、土砂災害などの被

害想定による避難経路の明確化などによる災害に強いまちづくりを意識して検討を進め

ていくものと考えております。 
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  いずれにいたしましても、ワークショップなど開催し、住民の皆様から幅広くご意見

をいただきながら、令和７年度、８年度の２か年で計画策定を進めてまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 椎名議員 

○１０番（椎名志保君） 説明でよく理解できました。コンパクト・プラス・ネットワー

ク、そして災害に強いまちづくりは、町長も第一義に掲げていたまちづくりの目標でも

ございます。住民の理解を得るようご努力していただき、進めていただきたいと思いま

す。 

  次に、立地適正化計画を活用したコンパクトなまちづくりに関して伺います。 

  昨今の急激な人口減少から見て、都市機能の効率化や高齢者に優しい生活環境の実現

といった生活サービスの機能維持、また防災性の向上といった面から避けては通れない

事態であることは認識しているものの、１２月定例会で工藤政彦議員のご指摘にあった

ように居住誘導区域外は住みにくくなるとのデメリットがあり、限界集落に拍手がかか

ることを懸念する町中心部から離れた地域に対するケアを大切にしてほしいということ

もとても大事なことです。前町長からは、「計画のメリットを住民に丁寧に説明し理解

を得ることが必要であり、７年度から各地区でワークショップを開き、広く町民の声を

聞くことにしている。」とのご答弁がございました。また、研修会で聞かれたのは、「い

よいよ周辺地域での暮らしが立ち行かなくなり、それではコンパクトシティを目指そう

となってももう遅い。その時には周辺も中心部も既に住民の望む生活サービスの機能が

維持できない状態である。だからこそ、近い将来訪れる縮小社会に今から対応していく

必要がある。」といったことでした。 

  思えば、町中心部の活性化は今に始まったことではなく、平成１５年に五城目町中心

市街地活性化基本計画が立ち上がっており、また、平成２３年に策定された五城目町都

市計画マスタープランには、「コンパクトで暮らしやすい都市づくり。中心市街地にお

いて朝市の再生などで人々の賑わいあふれる都市を目指す。」とうたわれてもおりまし

た。少なくとも二十数年前から、町中心部を何とかしなければならないという考えが町

にはあったということです。生活サービスの機能維持、利便性の向上といった観点から、

町中心部の活性化を含めた町のコンパクト化についてお考えを伺います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 
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  コンパクトなまちづくりを進めていくためには、先ほども申したとおり、コンパクト・

プラス・ネットワークの考え方により都市機能の集約と交通ネットワークの充実を同時

に目指すこととなります。このことは移動利便性の向上につながるものと考え、居住誘

導区域外となる区域に居住されている方々につきましても、生活の質が落ちることのな

いよう配慮するものであります。 

  計画策定により都市機能を集約することで、福祉、医療や商業、行政など生活サービ

スの機能維持や移動利便性の向上が見込まれるほか、町中心部の空洞化防止を目指し、

町中心市街地活性化基本計画や町都市計画マスタープランに位置付けているとおり、朝

市を含む町中心部の活性化を図っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 椎名議員 

○１０番（椎名志保君） コンパクト・プラス・ネットワーク、都市機能の充実と交通の

利便性を図る、その２点で進めていかれることと思います。また町長からは、中心部が

空洞化しないようにというお言葉もございました。中心部が町の中心として生活の利便

性、その機能を維持できるよう、やはり今から充実をさせて取り組んでいただきたいも

のと思います。しかしながら、居住誘導区域外に対してもやっぱり気持ちを傾けていた

だきたいということをお願いします。 

  馬場目地区で行われているコミュニティ生活圏形成事業を、他の地区からも、うちの

ほうでもとの声もございます。そのために各地区公民館を活用することを以前から提言

してもおりました。住み慣れた地域で暮らし続けることが町民の幸せだと実感しており

ます。地域での暮らしを守りながら、いずれ訪れる縮小社会に対応すべく、町中心部の

都市機能の充実と各地区とのネットワークを、より強固なまちづくりを目指していかな

ければと改めて考えたところであります。 

  （３）番、その町中心部ですが、このたび本町部でも乗合タクシーの稼働が実現し、

方々から良かったとの声が聞こえ、利用されている様子がうかがえます。整えていただ

き、ありがとうございました。 

  しかしながら、乗合タクシーでイオンに行けるようにはなったものの、町中心部での

買い物先であったダイサンスーパーを惜しむ声は依然として大きく、「ダイサンスーパー

の跡にどこかのスーパーが入る予定はないのか。少しの食材を買い物するのにわざわざ

イオンまで行くのは難儀なことだ。ダイサンがあれば手押し車を押して、ちょっと行っ
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て買い物できるのに。」と、ダイサンスーパー跡の再開を望む声は少なくありません。 

  町長は４５の施策の中で、買い物困難者対策の強化を挙げていらっしゃいました。ま

さに行政も関わり、何らかの対策を講じなければならない事態といってもいいのではな

いでしょうか。町長のお考えを伺います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  高齢化が進むここ五城目町におきまして、町中のスーパーが閉店した影響は非常に大

きなものがあります。閉店は民間企業の判断であり、行政が関与することは難しい部分

ではありますが、買い物ができる環境は重要であり、私が持つネットワークも生かして

新規出店につながるよう全力で努めてまいりたいと思います。 

  また、移動販売を行うＪＡあきた湖東と連携し、買い物困難者対策を強化したいと考

えております。近日中にＪＡあきた湖東と協議を行いたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 椎名議員 

○１０番（椎名志保君） 町長のネットワークで再出店を目指していただきたいというこ

とと、ＪＡの移動販売車との連携という言葉がございました。何かとその移動販売車と

いうのは周辺地域を回るような今までのイメージでしたが、本町部にも買い物困難者が

いるということも実際のことですし、本町部も充実させていただきたいと思っておりま

す。 

  町には魚屋さんも肉屋さんも実はあります。野菜は市日でと、改めて朝市がその役目

を果たすことにならないかとも思案をしております。石川議員もご提言されておりまし

たが、生活市としての朝市が活性化するためにも、皆さんで知恵を出し合って朝市での

買い物の充実を実現できないかとも思っております。よろしくお願いいたします。 

  では大きな３番です。圧倒的に子育てを応援しようということを取り上げます。 

  「圧倒的に子育てを応援する町に」とは、町長が掲げた公約の３本目の柱です。お孫

さんもお生まれになったことですし、「圧倒的に」とうたったからには、子育て支援に

対し並々ならぬ思いがおありだとお見受けいたしました。 

  子育てには確かにお金がかかります。経済的な理由から家庭を持たない、持とうとし

ない、もう一人産むことに踏み切れないとの見方もあります。そういったことから、あ

る町民のアイデアで子ども１人が生まれたら成人までの節目節目に合わせて１，０００
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万円給付したらどうかと斎藤議員がご提案くださったり、大学入学時からの費用をふる

さと納税を原資にと提案したりもしましたが、なかなか実現には至っておりません。姉

妹都市である千代田区が、令和７年度から区在住の中高生に、部活動や学習塾などの教

育費にと毎月１万５，０００円を給付する施策を打ち出しました。今後いよいよ他の自

治体でも子育て世帯への実質的な経済的支援に乗り出すのではと感じたところです。 

  当町は既に保育料の無償化、こども園から中学校までの給食費の無償化、医療費の助

成を所得制限なしで高校生まで拡充するといった経済的支援を行っておりますが、子育

て世帯を応援することにはなっても、少子化の対策にはなっていないのではないでしょ

うか。町長は公約で「子育て世代に対する経済的支援の充実」を掲げておいででした。

実際にどういった施策をお考えかを伺います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  この少子化対策につきましては、少子化イコール少母化、お母さんの数、少母化イコー

ル婚姻数の減少という連鎖と考えており、その婚姻数を増やすためには、まず五城目町

に住んでいただくことが重要であることから、目的達成のため４５の施策を掲げたとい

うことがございます。今後、実現に向けて力を注いでまいります。 

  経済的支援の充実に向けた施策でありますが、私自身も議員として、先ほど椎名議員

がおっしゃったのと同じですけども、出産から１８歳までトータルで１，０００万円の

支援の提言をしたことがあります。財源の一つとして企業版ふるさと納税やガバメント

クラウドファンディングなどが考えられますが、町の財政の現状などを考慮し、これ慎

重にですけども検討するよう指示を出し、進めてまいりたいと考えております。さらに、

少子化対策は子育て支援対策と一体的に進めていかなければならないと考えております

ので、関連事業の充実も図ってまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 椎名議員 

○１０番（椎名志保君） 今後は経済的支援も必要になってくるのではと思ったところで

す。経済的支援のことを伺いましたけれども、町長は公約の中で、保健師、保育士が常

駐し、町の子育て支援対策の相談や複合遊具も設置された遊び場など、１か所で完結で

きる五城目産木材を使用した子育て総合支援施設を設置し、妊娠から出産、育児までの

伴走型支援を進化させるとの壮大な施策を掲げていらっしゃいましたが、実現まで何年
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かかるでしょうか。また、厳しい財政状況の中、決して少なくない予算も必要です。 

  今定例会で審議する議案の中に、学童保育すずむしクラブの受入れ対象を全学年とす

る内容の条例改正の議案があります。それは当町の独自事業でもあった放課後児童学習

支援わかすぎくらぶが人材不足により休止せざるを得ない状況にあることから、すずむ

しを全学年を対象とするものとも受け止めております。では、実際に高学年の児童が同

じ空間で低学年の児童が駆け回る中で集中して学習ができるでしょうか。また、わーく

るも受け止めきれるでしょうか。町長は昨年の子ども議会で出された、町に自分たちの

遊ぶ場がない、居場所がないと訴えた児童の生の声をお忘れではないはずです。雀舘公

園の遊戯も撤去されたままです。子育て支援の一体化施設建設も必要なことかもしれま

せんが、今早急に取り組まなければならないのは子どもの遊ぶ場、居場所づくりではな

いでしょうか。このことは質問には挙げてはおりませんので答弁は求めませんが、条例

改正の議案もあることから、教育民生常任委員会の質疑に委ねたいと思っております。

まずは今目の前にある課題に対し、小学校の開放や既存施設の活用など早急に施策を講

じてくださることを求めるものであります。 

  （２）番です。若い世代に町に移住定住していただくためには、五城目に住むといい

ことをどんどん増やすべきで、若い人たちが結婚し所帯を持つとなると住まいへの支援

が一番有効だと考えてきました。空き家を町が借り上げ、リノベーションして低価格で

子育て世帯へ貸し出す。何年か住んでいただき、その後、希望があれば安価で譲るといっ

た取り組みをしている自治体を例に挙げ、財政の中身など、どういう手段でそういった

事業が実現しているのかを調べていただきたいと提言させていただいたこともございま

した。また、空き家を解体して増える空き地に対し、戻る予定のない親族がずっと固定

資産税を払い続け、その土地を手放したいと望んでいる。一方で家を建てる土地を探し

ている若い世代もおられる。その双方のマッチングを目的に、まずは空き地の情報を空

き家情報と同じくホームページへの掲載を提言してきました。そのことには町長からも

議員時代に共鳴していただき、一般質問で何度も取り上げていただきました。空き家に

対する取り組みもそれを業務とされていた地域おこし協力隊の方が退任されてからは、

余り進んでいないように感じられます。実際のマッチングや手続きは町内の業者に委ね

ることとし、例えば不動産に知見のある人材を地域おこし協力隊制度を活用して採用す

ることや、専門監として配置することなど、空き家バンク・空き地バンクの立ち上げに

今こそ取り組んでいただくことを提言します。午前中の佐沢議員の質問とも重なります



 

- 96 - 

が、町のお考えを伺います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  椎名議員がこの空き家・空き地のことを取り上げるようになってもう何年になるでし

ょうか。かなり前からこのことについて発言・提言していただいております。 

  先ほど佐沢議員にもお答えいたしましたが、全国版空き家バンクに登録し、今後は空

き家・空き地双方の情報発信を一層強化してまいります。これにより、地域資源として

の空き家・空き地の有効活用を促進し、地域の安全・安心な環境づくりに寄与すること

を目指しております。また、町内の宅建業者と連携し、協力体制を構築することで、空

き家・空き地の情報登録を希望される方々へのサポート体制を充実させ、町及び利用者

双方の負担軽減にも努めてまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 椎名議員 

○１０番（椎名志保君） 以前このことを町で何度も提案した折には、町から、町長から

は、業者の動きを封じるものだというそういった答弁がございまして、なかなか進まな

いことでありました。その後、業者の方といろいろやりとりをしたところ、うちではぜ

ひとも若い世代が町に移住したり定住したりということに協力を惜しまないのだと。た

だ、情報発信はなかなかうまくできないと、そういうことを町でやっていただければ、

その後のマッチングであるとか手続きに関してはうちのほうで行うからという言葉もい

ただいておりましたので、今こそ役割分担ということで地元の業者と手を携えて取り組

んでいただきたいと思います。 

  昨年、町のホームページ上の「五城目移住宣言」の空き家情報を経て、馬場目地区に

移住された方がおります。また、私の知り合いは、昨年、実家を解体し、その土地を町

内の不動産業者に託しました。町として移住定住を推し進めるのであれば、そういった

情報を発信することが必要です。まずは情報を集め、多くの物件を掲載することにつな

がるよう、所有者とのやりとりといったことも積極的に進めていただきたいと願ってお

ります。 

  （３）番です。町独自の子育て支援策を行うにも財政的な余裕が必要です。これまで、

ふるさと納税の使途を明確化して募り、少子化対策に充てたり、企業版ふるさと納税の

制度に手を挙げ、財源の獲得にご努力いただきたいと提言させていただいておりますが、
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寄附額はまだまだです。 

  東京２３区の中で企業数がトップクラスの千代田区と姉妹都市であることは、ほかに

どこにもない当町の強みです。また、フットワークが軽いのは町長の強みでもあるとお

見受けしております。私にはフットワーク軽く千代田区を駆け回る町長のお姿が想像で

きます。企業版ふるさと納税の制度は３年間延長されることになりました。今こそ自主

財源獲得にご努力いただきたいと考えますが、町のお考えはいかがでしょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  企業版ふるさと納税につきましては、令和７年度税制改正により制度が３年間延長さ

れたことから、五城目町も受入れ期間を３年間延長できるよう１月に国に申請を行った

ところであります。自主財源確保のために私もこれまで以上に宣伝に努めてまいります

し、先日、千代田区樋口区長と電話で会談をいたしましたが、今後訪れる機会を大幅に

増やして幾らでも引っ張ってこれるように努めてまいりたいと思っておりますので、皆

様方からも更なるご協力をお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 椎名議員 

○１０番（椎名志保君） 町長から力強いお言葉をいただきました。五城目に住むと、こ

んなにいいことがある。例えば今の住まいのことですとか、午前中の中村議員のご提案

にあった病児保育が整備されるとか、子どもの遊び場が充実している、そんな五城目に

行こう、五城目で子育てしよう、そういういいことをどんどん増やしていただいて、子

育て世代にも選ばれる町となり、当町で子どもを生み、安心して子育てでき、素晴らし

い教育を受けることのできる、世界一子どもの育つ町を実際のものとしていただきたい

と願っております。よろしくお願いをいたします。 

  では大きな４つ目の項目です。有害鳥獣対策の強化をということで取り上げます。 

  昨年の秋から冬にかけては、秋田市や当町でも市街地へのクマの出没が見られたり、

１月には富津内中津又地域でクマが柿の木に登り、悠長に柿をむさぼる姿があるにもか

かわらず、なかなか箱わなにかからず、地域住民は約１０日間、安心して外出もできず、

怖い思いをして過ごしたことを伺っておりました。 

  このたび、クマが人の日常生活圏に侵入したり、侵入の恐れが大きかったりするなど

の要件を満たせばハンターの発砲を容認する「緊急銃猟」が自治体の判断で可能となる
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ことが取り決められました。このことでクマ対策はどうなるのか、町のお考えを伺いま

す。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  ご質問にありますとおり、政府は先月２１日、市街地でのクマの銃猟を拡大する鳥獣

保護管理法改正案を閣議決定しております。その内容は、人の日常生活圏に侵入するな

どの要件を満たせば、緊急銃猟として自治体の判断によりハンターの発砲を認めるとす

るもので、ガイドラインの整備を進め、今年の秋までに緊急銃猟が実施できる体制を整

えたいといったものになっております。 

  現行法では住宅が集まる地域などで銃猟を原則禁止しており、実際は人に危険を及ぼ

している場合などに限られているため、改正により迅速な銃猟ができるようにしていく

とのことであります。まずは、施行までに情報収集に努めながら、対応を協議し、町の

ツキノワグマ市街地等出没対応マニュアルの関係部分の見直し、警察署、県など関係機

機関との連携の確認、必要であれば実地訓練の準備を整えるなど、緊急銃猟に係る動向

を注視してまいりたいと考えております。 

  なお、当面のクマへの対策といたしましては、これまでどおり出没抑制としての徐伐、

やぶ払いによる緩衝帯の整備や誘因樹木伐採補助のほか、町内会に協力いただき、所有

者不明を含めた柿・栗などを調査し、より有効に伐採補助事業を活用していただけるよ

う周知徹底してまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 椎名議員 

○１０番（椎名志保君） 富津内中津又地区でのクマの出没の際には、猟友会会員が撃て

る状態にあることを歯がゆく見ているだけの場面もあったと伺っておりました。制度が

整った際には、住民の生活が脅かされている場面に対し有益にご決断いただきたいもの

と願っております。 

  今の町長のご答弁の中にもありましたが、ちょっと２番に関連するものでありますが、

そのまま質問させていただきます。 

  １月の富津内中津又でのクマの出没は、空き家敷地内の柿の木が誘因したものでした。

現在、町ではクマや野生鳥獣の誘因となる柿や栗の木の伐採へ助成を行っています。我

が家も活用させていただき、このたび柿と栗の木を伐採しました。同様に空き家の所有
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者に対しても、町の制度を活用し、敷地内にある誘因樹木の伐採を呼びかけるべきでな

いでしょうか。また、地域の朽ちた空き家がちょうどいい野生鳥獣のすみかとなり、ク

マや何かが潜んでいるのではと地域住民から不安の声も聞こえております。解体費の助

成を増額するなどし、空き家の解体をさらに呼びかける必要も出てきているのではと考

えます。いかがでしょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  町ではクマなどの有害鳥獣の誘因となる柿や栗の木の伐採助成を進めており、町内会

長や農業班長、広報での周知を行い、令和６年度では１２件の実績となっており、高崎・

舘越地区が半数以上となっております。令和７年度も引き続き実施する予定であります

ので、先ほどの答弁にもありましたとおり調査・パトロールを実施して、既にクマの食

害を受けている樹木については積極的に声がけするなどの対策を講じてまいります。 

  また、地域の皆様から、朽ちた空き家が野生動物のすみかとなるのではないかという

ご懸念をいただいております。町といたしましてもこの点を重く受け止め、所有者に対

して適切な管理の徹底を呼びかけてまいります。 

  令和５年度より開始した空き家解体撤去費補助金制度につきましては、令和５年度で

１７件、令和６年度１８件の助成実績があり、空き家を所有されている方から関心の高

い事業となっております。空き家は私有財産であるため、原則として所有者及び管理者

が適正に管理する責任を有しております。町では現行の助成制度の周知をさらに徹底す

るとともに、所有者の皆様に積極的な活用を働きかけてまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 椎名議員 

○１０番（椎名志保君） 地域からは、その朽ちた空き家の所有者がもうあと全然訪れる

ことがないといった声が聞かれ、同様に、その敷地内にある柿や栗の木もそのままといっ

たそういう事態を伺っておりますので、空き家の所有者に関して、空き家の管理ももち

ろんですが、敷地内にある野生鳥獣の誘因となる柿や栗の木の管理に対してもやはり声

がけをして、伐採への助成を進めていただきたいと思っております。 

  次、３番です。以前にもこの場で取り上げられておりましたが、イノシシ被害は今や

農家にとって死活問題です。ある農家は、かぼちゃとサツマイモをそれぞれ６００本植

え、収穫近くにイノシシの餌となり、今年は収穫ゼロ、米は１反歩からたった３俵の収
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穫だったそうです。イノシシ対策として、町では現在、電気柵へ５万円の助成を行って

おりますが、到底間に合わないとの声もあがっております。助成を増額すること、また、

より有効な対策がないものでしょうか、伺います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  イノシシの農作物被害対策といたしまして、電気柵購入費用を上限５万円として補助

しておりますが、１００ｍの延長で３段式が約５万円といったものの申請が多く、複数

台用意されている方もおります。令和６年度の申請実績は８件となっており、より広範

囲で農地を管理されている農家の皆様にとっては全ての農地をカバーできず、不足を感

じておられる可能性がございますが、補助を活用された方々それぞれに工夫し、所有農

地の状況に応じた対策を講じていただいているものと認識しております。 

  また、より有効な対策はとのことでありますけども、例えば個人単位ではなく地区ご

とに絶対に守らなければならない農地を選定し、有害獣防護柵やネットを張り巡らせて

隔離する方法が考えられますが、費用や地域一帯での管理体制の構築などクリアしなけ

ればならない課題が多いと思われます。 

  イノシシの捕獲といった点で見ると、令和６年度の捕獲実績は６頭となっており、く

くりわなでの捕獲のノウハウが蓄積されてきておりますが、最も農地に被害をもたらす

多頭、多くの数、多頭での出没に対し、囲いわなを１基導入いたします。数週間におい

て餌で誘き寄せ、５ｍ四方程度の柵の中に誘因して一気に複数頭を捕獲するものとなっ

ており、しばらくは実験的な運用になるとは思いますが、効果に期待したいところであ

ります。 

  以上であります。 

○議長（石川交三君） 椎名議員 

○１０番（椎名志保君） 昨年度の捕獲実績が６頭であると伺いました。農家の話を聞き

ますと、例えばもう２０頭ぐらいで移動して歩いているのをもう常々見ていると、そう

いう規模での動きですし、農家にとってイノシシの被害は本当に死活問題です。まあ情

報収集をしていただき、例えば県と連携するなど有益な対策を農家へご提示していただ

きたいと思っております。よろしくお願いをいたします。 

  では最後の質問です。５番、誹謗中傷のない町にということで伺います。 

  昨日の議会運営委員長報告にもございましたが、五城目町議会ではハラスメント防止
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や根絶を目的に、五城目町議会ハラスメント防止条例制定に向かうことになりました。

私自身、議員の活動環境を整えることで、より女性議員が増えることにもつながると考

えております。令和７年１月１５日現在、全国で８６の団体が条例を制定し、ハラスメ

ントに対し厳しい姿勢を示しています。町では現在、五城目町ハラスメントの防止に関

する指針を定めているところではありますが、議会同様、町としても条例を制定し、全

ての職員が気持ちよく業務に打ち込み、その能力を遺憾なく発揮できる職場環境を確立

すべきと提言します。町長のお考えを伺います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  町では、令和４年３月に策定した五城目町ハラスメントの防止に関する指針と五城目

町ハラスメントの防止及び相談対応マニュアルに基づき、各課室においてハラスメント

相談員を毎年度指名し、ハラスメント防止などに対応しております。ただし、この指針

におけるハラスメントの定義としては、セクハラ、パワハラ、それから妊娠、出産、育

児、介護、これらには対応しておりますが、それ以外のこと、例えば事実に基づかない

言動または侮辱的な言動により相手に精神的もしくは身体的な苦痛を与える行為を含む

モラハラ、またはカスタマーハラスメントについても明言するものに変えていきたいと、

変えていかなければならないとは私は考えております。そのカスタマーハラスメント対

策として電話の通話内容の録音機能についても導入を進め、ハラスメント防止に努めて

まいります。 

  条例制定はというご質問でありますけども、条例制定については必要に応じて対応を

していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 椎名議員 

○１０番（椎名志保君） 町で定めているハラスメント防止の指針には、庁舎内の相談先

など改善すべき点も見られました。条例制定により罰するのではなく、抑止となること

を願っております。町長が選挙戦でも訴えておられた「誹謗中傷のない町に」を、まず

は町や議会が示そうではありませんか。 

  以上をもちまして私のこのたびの一般質問を終えます。 

○議長（石川交三君） １０番椎名志保議員の一般質問は終了いたしました。 

  以上で本日の会議は全部終了いたしました。 
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  本日はこれで散会いたします。ご苦労様でした。 
 
 

             午後 ４時０８分 散会 

 


